
 

「海洋ごみ対策地域計画」中間見直しのポイントについて 

１ 中間見直しの背景 

○令和４年３月に、海岸漂着物処理推進法第14条第1項及び基本方針に基づき、内陸県

としての本県の役割を理解し、自然と人が共生する持続可能な岐阜県を実現するた

め、海洋ごみ対策を総合的かつ効果的に推進を図るための計画として策定 

○計画期間は９年間（令和４年度～１２年度）となっており、令和７年度に中間見直

しを実施 

○４つの下記「基本的方向性」は堅持しつつ、事業の進捗状況の確認、課題の抽出を行う

とともに、重点モデル区域の設定、指標等について必要な見直しを実施 

①海洋ごみの発生源となる散乱ごみ等の発生抑制及び流出対策【全県】 

  ②河川等及びその周辺での社会的利用に伴う散乱ごみへの重点的・モデル的な対策

【重点モデル区域】 

  ③多様な主体の適切な役割分担と連携確保【全県】【重点モデル区域】 

  ④海洋ごみ対策に関する状況把握（モニタリング）【全県】【重点モデル区域】 

２ 中間見直しのポイント 

(1) 重点モデル区域の設定 

・令和７年度末までとされていた重点モデル区域について、令和８年度以降の

重点モデル区域を新たに設定 

 

(2) 推進すべき新たな施策の検討 

・令和８年度以降に推進すべき新たな施策、拡充すべき施策等を検討 
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重点モデル区域の設定の方向性について 

１ 現行計画における重点モデル区域の設定の考え方 

○海岸漂着物処理推進法第 14 条第２項第 1 号において、海岸漂着物対策を

重点的に推進する区域及びその内容を地域計画に定めるものと規定 

○県では、重点モデル区域を以下のとおり定義し、設定の考え方①～③のい

ずれかを満たす区域として設定。なお、その期間については「重点モデル

区域に設定された年度から令和７年度末まで」としている。 

＜重点モデル区域の定義＞ 

➢ 河川等及びその周辺で社会的利用があり、地域の高い環境意識のもと、

関係者が連携して散乱ごみ対策に取り組み、モデル的な取組として他地

域への波及効果が見込まれるエリア 

＜設定の考え方＞ 

① 河川等及びその周辺での社会的利用が現に進んでおり、ごみの散乱を防

止するための対策を積極的に推進する区域 

② 河川等及びその周辺での社会的利用拡大が見込まれ、ごみの散乱を未然

防止するための対策を積極的に推進する区域 

③ その他、海洋ごみ対策のため特に対策が必要であると県が認める区域 

２ 中間見直し後の計画における重点モデル区域の設定の考え方（案） 

  ○令和６年において、主な水系である木曽川水系、庄内川水系、神通川水系

を対象とした全 82 地点における河川ごみの存在量及びごみの分類を明ら

かにする調査を実施 

  ○９割を超える地点で「プラスチック類」のごみが確認 

  ○以上を踏まえ、重点モデル区域の定義及び設定に関しては、『「散乱ごみ対

策」に取り組み、他地域への波及効果が見込まれるエリア』を継続 
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３ 中間見直し後の計画における重点モデル区域（案） 

➢ 10 市町 岐阜市市、海市市、井町町、之内内町、美濃市、可児市、郡上

市、瑞浪市、高山市、飛騨市）とする。 

 

【重点モデル区域岐案）】 

 市町村名 区域名称 住所岐代表地点） 
延長岐km） 
岐範囲岐㎢）） 

設定の 
考え方 

阜市圏域  

ア 阜市市 長良川流域 
阜市市長良 千鳥橋付近 
～阜市市忠節町 忠節橋付近 

延長 
7.8km 

①及び② 

西濃圏域  

イ 海市市 

中江川流域 海市市海市町 
延長 

5.4km 
①及び② 

大江川岐西大江川） 
流域 

海市市平田町土倉 
～海市市海市町内記 

延長 
6.2km 

①及び② 

東大江川流域 
海市市大和田 
～海市市内記 

延長 
5.4km 

①及び② 

大江川流域 
海市市海市町内記～ 
海市市海市町福江 

延長 
3.8km 

①及び② 

ウ 井町町 相川河川敷広場 
井町町表佐字圦内宮 4671 
ほか 

延長 
3.2km 

①及び② 

エ 之内内町 
下大榑、海松新田地
内等 

之内内町下大榑、 
海松新田地内 

延長 
8.2km 

①及び② 

中濃圏域  

オ 美濃市 
板取川流域 美濃市長瀬 長瀬橋上流 

延長 
0.15km 

①及び② 

長良川流域 美濃市前野 美濃橋下流 
延長 

0.54km 
①及び② 

カ 可児市 
可児川ふるさと川公
園付近 

可児市中恵土 子守大橋付近
～可児市広見 蛍橋付近 

延長 
0.82km 

①及び② 

キ 郡上市 

長良川 
北部エリア 

郡上市白鳥町 
あゆパーク付近 

範囲 
4.3 ㎢ 

①及び② 

長良川 
南部エリア 

郡上市美並町 
延長 

9.5km 
①及び② 

東濃圏域  

ク 瑞浪市 土阜川堤防 瑞浪市寺河戸町他 
延長 

8.0km 
①及び② 

飛騨圏域  

ケ 高山市 古い町並周辺 
高山市川原町 中橋付近 
～高山市大新町 連合橋付近 

延長 
1.3km 

①及び② 

コ 飛騨市 宮川流域 
飛騨市宮川町打保～ 
飛騨市宮川町小豆沢地内 

延長 
5km 

① 及 び
② 
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４ 中間見直し後の計画における重点モデル区域での施策（案） 

○各重点モデル区域において清掃活動等の取組を継続しつつ、河川ごみにつ

いて実態調査を実施岐ex.組成調査など） 

○阜市県内で統一した河川ごみの把握により、伊勢湾流域圏といった下流域

との連携した海洋ごみ発生抑制対策を検討 岐ex.於：伊勢湾総合対策協議会） 

○オーバーツーリズムへの対応等、観光地における散乱ごみ対策についても

検討 岐重点モデル区域における取組のほか、現状についても県として積極

的に PR を実施） 
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新たな施策の方向性について 

１ 課題の整理 

(1) 全市町村（環境担当課）へのアンケート調査結果 

▶ 海洋ごみ対策地域計画の中間見直しにあたり、令和７年 10 月、県内全市町村

へアンケート調査を実施 

▶ 本アンケートは、令和３年度にも実施しており、今回の調査の目的として、令

和３年度と令和７年度の取組の変化や現時点の課題を聴取 

【各市町村における散乱ごみ対策に係る課題について（主なもの）】 

・ これまでもポイ捨てごみ禁止等の立て看板の設置やチラシの配布など

を行っているが、散乱ごみ発生抑制対策を実感できていない 

・ 外国人への周知 

・ 対策に係る費用対効果が不明 

・ そもそも業務量が増えており、散乱ごみに対応する職員が不足 

・ 県等との連携不足 

【県に求める事業について（主なもの）】 

・ シンポジウム等の開催による事例の横展開 

・ 環境フェア等に使用できる普及啓発物品の貸し出し 

・ 県主催の清掃活動やごみ拾いイベントの実施 

・ 海洋ごみ問題について学校等における環境教育の実施 

・ 補助金による支援 

(2) 重点モデル区域等へのヒアリング結果 

▶ 海洋ごみ対策地域計画の中間見直しにあたり、令和７年８～９月、重点モデル

区域の９市町 （阜市市、海市市、井町町、之内内町、児市市、上市市、浪市市、

高山市、飛騨市）及び美濃市へ対面によりヒアリング調査を実施 

▶ 重点モデル区域に参画したことによる変化や課題を聴取 

【重点モデル区域参画のメリットについて（主なもの）】 

・市町の環境審議会において、モデル区域に設定されていることをアピール 

・市町の取組についてメディアに取り市げてもらうなど、ＰＲを図ること

が出来た。 

・重点モデル区域参画をきっかけに、環境イベントを開催し、大変好評を

得た。 
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【重点モデル区域における取組の課題（主なもの）】 

・重点モデル区域に設定されることで他自治体とどんな差別化がはかられ

るのか、不明確 

・同じ重点モデル区域市町の取組を共有できる機会があれば良い。 

・外国人観光客への普及啓発強化（地元住民からポイ捨て多いとの苦情） 

・環境に対し意識が高い住民は一定数いるため、モデル区域での取組を県

としてもっとＰＲしてほしい。 

・補助金の使い勝手が悪くなり、自治体が力を入れたい内容と補助内容が

合致しない。 

・マンパワー不足のため、現状以市の取組は現実的に困難 

(3) 第１回協議会における委員意見 

・重点モデル区域を盛り市げていくため、市町の取組について、マスメデ

ィアを通じて広くＰＲするとともに、表彰制度を創設してはどうか。 

２ 令和８年度以降の新たな施策の方向性（案） 

■「事例の横展開」への対応 

➢ 重点モデル区域との意見交換会及び好事例の共有 

­ 他のモデル区域における取組について共有できる機会があれば

ありがたいといった意見があったことから、阜市県海洋ごみ対

策推進連携会議（仮称）を設置し、年１回、膝を突き合わせる

場を設けるとともに取組を共有 

➢ 海洋ごみ対策について広く県民への普及啓発を目的に、専門家、有

識者を招へいしたシンポジウム等の開催 

­ 全市町村へのアンケート結果における課題として「効果的な取

組がない」等という意見とともに、「シンポジウム等の開催によ

る事例の横展開」の意見があったことから、広く県民や環境団

体、市町村等を対象とした海洋ごみ対策の専門家等を招へいし

たシンポジウム等を開催 

­ 「一般社団法人 海と日本プロジェクト阜市」との連携も視野に、

当団体における取組や事例紹介も併せて実施 
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 ■「重点モデル区域の取り組みのPR」への対応 

➢ 阜市県清掃活動ウェブページのリニューアル 

­ 重点モデル区域へのヒアリングにおいて「モデル区域でない自

治体との差別化」 「事業を PR してほしい」という意見等を踏ま

え、重点モデル区域の取組について同ウェブページ市で紹介 

­ ホームページでは、各地域における清掃活動や伊勢湾総合対策

協議会等による清掃活動イベントなどを集約するとともに情報

発信 

➢ 重点モデル区域に係る協議会委員と連携したＰＲ 

➢ 「表彰制度」創設の検討 

­ 重点モデル区域において、特に他地域への波及効果が高いと思

われる取組に係る知事表彰等を創設 

■県民に対する更なる普及啓発の実施 

➢ 県主催の清掃活動やごみ拾いイベントの開催についても、一般社団

法人 海と日本プロジェクト阜市との連携による開催を検討 

➢ 海洋プラスチックごみ削減のため、「プラスチックの資源循環」をテ

ーマとした特別授業を高校や大学で実施 

■流域圏として一体的な重点モデル区域との連携強化 

­ 各重点モデル区域において、清掃活動等を継続しつつ併せて河

川ごみについて実態把握を実施 

­ 阜市県内で統一した河川ごみの把握により、阜市県由来のごみ

の特徴を把握し、伊勢湾流域圏等での発生抑制対策を実施 
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Ⅰ 基本的事項 

１ 策定の背景 

（１）世界的な動き 

近年、海洋に流出するプラスチック（以下「海洋プラスチックごみ」という。）やマ

イクロプラスチック1による、生態系、生活環境、漁業、観光等への悪影響が懸念され、

世界規模の課題となっています。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の報告書2によれば、

海洋プラスチックごみの影響による観光客の減少、漁業への悪影響等による損害は総

額年間 130億ドルに上るとも言われています。 

特に、プラスチックごみは分解されにくく、一度流出した海洋プラスチックごみは潮

流にのって世界中の海洋を漂流等することから、世界全体の喫緊の課題として認識さ

れています。 

また海洋プラスチックごみを含む海洋ごみの発生要因に関する研究が進んでおり、

海洋プラスチックごみの約８割は陸域からの流入との報告3もみられます。 

このような状況の中、平成 27年（2015年）には国連サミットで「持続可能な開発の

ための 2030アジェンダ」が採択され、「2025 年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、

特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する」こ

とが持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）4のターゲットの一つとして掲げられました。 

また令和元年（2019 年）にわが国で開催されたＧ20大阪サミットでは、2050年まで

に海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指す「大阪ブルー・

オーシャン・ビジョン5」が共有されました。さらに、令和５年（2023 年）４月に開催

されたＧ７札幌気候エネルギー・環境大臣会合において、2040 年までに追加的なプラ

スチック汚染をゼロにする野心に合意しました。ところが、令和７年（2025年）８月、

スイス・ジュネーブで開催された「プラスチック汚染に関する政府間交渉委員会（ＩＮ

Ｃ）」において、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書（条約）策定の

合意には至らず，先送りとなりました。 

 
1 微細なプラスチック類。一般的に５㎜以下のものをいう。 
2 OECD：Improving Plastics Management: Trends, policy responses, and the role of international 

co-operation and trade (2018) 
3 「海洋ごみ問題について」（環境省 令和２年 11 月５日） 
4 平成 27 年（2015 年）９月、ニューヨーク国連本部において、193 の加盟国の全会一致で採択された開発

目標。2030 年を期限とする 17 のゴールと 169 のターゲットで構成され、格差の問題や持続可能な消費・生

産、気候変動対策など、すべての国に適用される普遍的な目標となっている。地球上の「誰一人取り残され

ない」ことを誓っており、すべてのステークホルダー（政府、企業、ＮＧＯ、有識者等）による取組が求め

られている。 
5 Ｇ20 大阪サミットにおいて「共通のグローバルビジョン」として共有されたもの。 
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（２）国内の動き 

平成 21年（2009年）７月、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進することを目

的に「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に

係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」が制定されました。 

しかし、その後もわが国の海岸には多くのごみが漂着しており、また、漂流ごみや海

底ごみが船舶の航行の障害や漁業操業の支障となって海洋環境に深刻な影響を及ぼし

ていることから、平成 30年（2018年）６月の法改正により、法律名が「美しく豊かな

自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る

海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」（以下「海岸漂着物処理推進法」という。）

となりました。 

海岸漂着物処理推進法に基づく国の基本的な方針では、国内に由来して発生する海

洋ごみは、山、川、海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂着等したものであって、

海岸を有する地域にとどまらず、本県のような内陸地域についても、沿岸地域と一体と

なった取組が必要であると定められています。 

また、本県の海洋ごみ対策への取組は、地球規模での環境汚染が懸念されている海洋

プラスチックごみ問題に対しても求められています。現在、わが国からの海洋プラスチ

ックごみの流出量は年間２～６万トンと推計されています6。海洋プラスチックごみに

は、私たちの生活に伴って生じるごみが多く含まれることから、私たちがこれまで取り

組んできた一般的な廃棄物対策（日常の暮らしに関わる場所でのごみ等の適正な処分

等）が海洋ごみ対策について考えるうえでも重要となっています。 

令和元年（2019 年）５月、国は「プラスチック資源循環戦略」を策定し、重点戦略

の一つとしてプラスチックごみの流出による海洋汚染が生じないことを目指し、海洋

プラスチック対策を掲げました。令和４年（2022 年）４月にはプラスチック資源循環

促進法が施行され、プラスチックの資源循環の体制の構築を目指すとするほか、令和６

年（2024 年）６月には第５次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定され、プラスチ

ックを含む海洋ごみ対策と資源循環の両立を推進するとしています。 

 

（３）県内での動き 

本県は古来、山紫水明の自然に恵まれ、豊かな森を源とする「清流」が県内をあまね

く流れ、世界に誇る伝統と文化を育んできました。 

平成 22年（2010年）６月には、「第 30回全国豊かな海づくり大会～ぎふ長良川大会

～」が全国初の河川で開催されました。同大会を通じて醸成された森・川・海のつなが

 
6 「海洋ごみをめぐる最近の動向」（環境省 平成 30 年９月） 
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りを踏まえた自然環境保全意識の高まりと大会理念を継承・発展させるため、「清流」

を本県のアイデンティティーとして打ち出すとともに、本県の誇りである「清流」を守

り、活かし、次世代に伝えていく取組を実施してきました。 

また、平成 27年（2015 年）12月には、長良川における「人の生活」、「水環境」、「漁

業資源」が連環する里川のシステムが「清流長良川の鮎」（長良川システム）として、

世界農業遺産7に認定されました。これを記念して７月の第４日曜日を「ＧＩＡＨＳ鮎

の日」とするとともに、清流のシンボルである鮎を守り育て、川と人が関わる伝統と文

化を発展・継承するため、世界農業遺産「清流長良川の鮎」の世界農業遺産保全計画（ア

クションプラン）に基づく取組を進めています。 

さらに、本県は令和２年（2020 年）７月、経済・社会・環境の三側面における新し

い価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い自治体として、内

閣府から「ＳＤＧｓ未来都市8」に選定されました。 

「岐阜県ＳＤＧｓ未来都市計画」では、環境・経済・社会の諸課題に「オール岐阜」

で取り組むことにより、誰もが活躍し、活力ある岐阜県の実現を目指すこととしていま

す。環境分野で取り組むべき主な課題として、 プラスチックごみ対策の推進や豊かな

自然環境の保全と利用、「長良川システム」の持続的な発展に向けた取組等があります。 

こうした状況の中、本県では令和３年（2021 年）３月、「第６次岐阜県環境基本計画」

及び「第３次岐阜県廃棄物処理計画」を策定し、プラスチックを含む海洋ごみ対策を推

進することとしました。 

 

（４）策定の趣旨 

海洋ごみは、沿岸部や海上において発生したごみのほか、山、川、海へとつながる水

の流れを通じて海岸に漂着するなどした陸域で発生したごみであり、沿岸部にとどま

らず内陸県で暮らす私たちの日頃の行動や社会の有り様を映し出す鏡ともいえるもの

です。 

本県は愛知県、三重県、富山県、福井県、長野県及び滋賀県とともに流域を形成し、

豊かな自然環境に育まれた「清流」が流域圏9の自然と人々の暮らしを支え、海に豊か

な恵みをもたらしてきました。この「清流」は、県民にとって身近な存在であるととも

に、本県を代表する飛騨の木工、美濃和紙、関の刃物、東美濃の陶磁器などの匠の技や、

 
7 世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を、国際連合食糧農業機関(Ｆ

ＡＯ)が認定する制度。 
8 地方創生ＳＤＧｓの達成に向け、優れたＳＤＧｓの取組を提案する地方自治体。内閣府によって毎年選定

が行われる。岐阜県は令和２年（2020 年）、「ＳＤＧｓ未来都市」に選定された。 
9 流域と関連する水利用地域や氾濫原からなる水循環に関する一定の地域的なまとまり。自然の系である水

系と、これに関連する森林、農用地、都市等により構成される。地域間や行政機関相互の連携を図りつつ、

施策を展開することが求められている。 
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1,300年の歴史を誇る鵜飼などの伝統文化を育むなど、私たちの生活・環境と経済活動

を支えるかけがえのない財産です。 

一方で、本県が令和２年度（2020 年度）に実施した河川ごみ実態調査では、多くの

プラスチックごみを含む生活系ごみ10や不法投棄系ごみの散乱が県内全域で確認され

ており、一部地域では河川等公共用水域（以下「河川等」という。）のレジャー使用に

伴うごみの投棄が確認されています。私たちの暮らしから生じたごみによって、本県の

自然環境を損なうだけでなく、生活や地域経済に与える影響も懸念されており、特に、

河川等を介した散乱ごみ等の流出対策が課題となっています。 

また、洪水や台風等の災害によって流木等大量の自然物が河川等を介して下流の海

岸等に堆積し、海岸の景観や漁業活動等に影響を及ぼすことがあります。 

かけがえのない財産である「清流」を保全し次の世代へつなぐことは、私たちの暮ら

しから新たな海洋汚染を引き起こさないことであり、海洋ごみ対策に資する具体的な

行動に取り組むことが、ひいては地域の魅力づくりにつながります。 

こうした背景のもと、内陸県として本県の役割を理解し、自然と人が共生する持続可

能な岐阜県を実現するため、海洋ごみ対策を総合的かつ効果的に推進するための計画

を策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

〇 海岸漂着物処理推進法第 14条第１項及び基本方針に基づき策定する計画です。 

〇 また、本県の環境に関する最上位の計画にあたる「岐阜県環境基本計画」及び関

連計画である「岐阜県廃棄物処理計画」との整合性を確保するとともに、「岐阜県

ＳＤＧｓ未来都市計画」等の計画との調和を図るものとします。 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和４年度（2022年度）から令和 12年度（2030年度）までの９年間

とし、始期から４年後の令和７年度（2025年度）に見直しを行いました。 

  

 
10 代表例としてペットボトルやビニール袋、空き缶など。 
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参考 

本計画では海洋に流出した廃棄物を総称して「海洋ごみ」としています。 

海洋ごみには、海岸に漂着したごみ（漂着ごみ）のほか、海面や水面を漂うごみ

（漂流ごみ）や海底に堆積したごみ（海底ごみ）が含まれます。 

 

なお、海岸漂着物処理推進法第２条では以下のとおり定義されています。 

 

表 １ 海岸漂着物等の定義 

語 句 説 明 

海岸漂着物 海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。 

漂流ごみ等 我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存するごみその他の汚

物又は不要物をいう。 

海岸漂着物等 海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物並びに

漂流ごみ等をいう。 

 

  



6 

 

Ⅱ 本県を取り巻く海洋ごみ等の現状と課題 

１ 内陸県と海洋ごみ 

本県は内陸県ですが、三重県の調査によると伊勢湾に漂着したごみは流域圏から発生し

たものもあり、本県に由来すると考えられるごみも相当数あると推定11されています。 

内陸県で発生したごみが海洋ごみになるまでのイメージは図 １のとおりです。流木や

灌木などの自然物以外に、河川等周辺でのポイ捨てをはじめ、ごみステーション等から散

乱したごみや、不法投棄、野外で使用する製品の劣化等によるごみが、河川等を介して陸

域から海洋に流れ出ると考えられています。 

 

図 １ 内陸県で発生したごみ（自然物を除く）が海洋ごみになるまで 

 
出典：海洋プラスチックごみに関する各種ガイドライン等イメージ図（環境省）を基に作成 

 

  

 
11 三重県海岸漂着物対策推進計画（平成 24 年３月） 

不法投棄

野外で使用する

製品の劣化

河川敷での

ポイ捨て

海岸でのポイ捨て

海岸に打ち上げられたごみ

ごみステーショ

ン等からの散乱

水路・排水を通じた排出

港からの流出

河川等を通じた

陸域からの流出

海岸からの流出
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２ 本県の特性 

（１）本県の河川と海とのつながり 

本県の河川は、図 ２に示す８つの流域に分かれています。このうち、木曽川水系は

長野県・愛知県・三重県・滋賀県・本県、矢作川水系は長野県・愛知県・本県、庄内川

水系は愛知県・本県を流域とし、太平洋に注いでいます。 

また神通川水系、庄川水系は富山県・本県、九頭竜川水系は福井県・本県を流域と

し、日本海に注いでいます。 

 

図 ２ 本県の河川と海のつながり 

 

① 伊勢湾流域圏での連携 

本県は伊勢湾流域圏を構成する愛知県、三重県及び名古屋市とともに伊勢湾総合

対策協議会に参画し、「伊勢湾 森・川・海クリーンアップ作戦」をはじめとする海

洋ごみの発生抑制・流出対策等、流域圏での連携・協力を図ってきました。 

特に、平成 30年（2018年）からは、愛知県、三重県とともにプラスチックごみ

の削減を含む広域的な海洋ごみの発生抑制対策の推進を目的とした環境省のモデ

ル事業に参画しました。 

また、令和６年３月には、海洋ごみの発生抑制対策に伊勢湾流域圏で連携して取

り組むため、愛知県・及び三重県と共同で、広域的な地域計画「伊勢湾流域圏海洋

ごみ対策推進広域計画」を策定しました。 

コラム  
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（２）河川等の概況 

本県の河川は、太平洋へ注ぐ木曽川水系、矢作川水系、庄内川水系と日本海へ注ぐ神

通川水系、庄川水系、九頭竜川水系から成っています。特に木曽川水系長良川は、幹川

流路延長 166km にわたる清流で、日本三大清流の一つに数えられ、岐阜市長良橋から

上流約１km の水浴場は「日本の水浴場 88 選12」に全国で唯一河川の水浴場で選定され

ています。 

 

図 ３ 県内の主要河川 

 

 

（３）河川等の社会的利用 

長良川中上流域では優れた景観や自然環境から釣り、キャンプ、水浴、ラフティング

等の多様な利用が行われています。中流部では、美濃市の川湊や関市の小瀬鵜飼等、歴

史的・文化的に特徴のある河川利用も見られます。長良川中流支川流域では、市街地の

河川として貴重なオープンスペースとなっていることから、釣りや散策、レクリエーシ

ョン活動等の多様な利用が行われています。また、金華山や遠景の山並み、川沿いの史

跡、田園風景等と相まって、優れた景観を醸し出しています。 

揖斐川上流の河川水は主に発電に、下流の河川水は主に農業用水に利用されていま

す。 

 
12 「水質、自然環境・景観」「環境への配慮・取組の評価」「安全性」「利便性」等の基準に照らして選考が

行われ、特に優れた 88 カ所の水浴場（平成 13 年（2001 年）環境省選定）。 

主要河川 

県境 

凡例 
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木曽川下流部の美濃加茂市から愛知県犬山市にかけては、雄大な河川美がドイツの

ライン川にたとえて「日本ライン」と称され、日本八景13河川の部で第１位に選ばれて

います。 

飛騨川を代表する「飛水峡」・「中山七里」は優れた渓谷美を有しており、ラフティン

グ等が行われています。 

土岐川は多治見市、土岐市、瑞浪市の中心市街地を流れており、渓谷部には虎渓山等

の景勝地もあり、四季折々の自然景観が楽しめます。 

高山市内を流れる宮川沿川には古い町並が残り、春と秋に行われる高山祭の時期等

には特に多くの観光客が訪れます。宮川には多くの景勝地があり、大八賀川の白線流し

等、河川にまつわる行事でも知られています。 

 

 

 

 
13 昭和２年（1927 年）に、大阪毎日新聞社、東京日日新聞社主催で昭和の新時代を代表する勝景を新しい

好尚によって選定したもの。山岳、渓谷、瀑布、温泉、湖沼、河川、海岸、平原の８つの部門で一般からの

投票による推薦を募集し、検討委員が八景を選出した。 

（単位：人） 

② アウトドア需要の高まり 

新型コロナウイルス感染症が拡大する以前から、キャンプ等のアウトドア需要は

高まっており、オートキャンプ参加人数は、過去６年間で約 100万人増加していま

す。また、新型コロナウイルス感染症による旅行者の変化として、３密の回避につ

ながる、自然が多い地域への訪問意向が高まっているとの調査結果が示されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和３年版観光白書（令和３年６月、観光庁） 

コラム  
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（４）自然的特性による海洋ごみへの影響 

飛騨地域には 3,000 メートル級の山々がそびえ、美濃地域には木曽川、長良川、揖斐

川の木曽三川が流れ、自然に恵まれている本県は、古くから「飛山濃水」と呼ばれてい

ます。森林面積は 86.2 万 ha（全国５位）で、県土面積の 81％（全国２位）を占めてお

り、全国でも有数の森林県として、海につながる豊富な水を育んできました。 

一方、近年では記録的な大雨による「平成 30 年７月豪雨災害14」、「令和２年７月豪

雨災害15」等の豪雨災害が県内で発生しており、出水期には流木等自然物のほか、街中

にあるごみや劣化した製品等が、意図せず水の流れを介して海洋に流出することも懸

念されています。 

 

  

 
14 平成 30（2018）年 6 月 28 日から 7 月 8 日にかけて、西日本を中心に全国的に広い範囲で降った記録的な

大雨による災害。 
15 令和 2（2020）年 7 月 3日から 7 月 31 日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響で、全国各地に多く

の人的被害や物的被害をもたらした記録的な大雨による災害。 
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３ 本県の流域における海洋ごみの現状と課題 

（１）現状 

① 漂着ごみの状況 

本県の下流にあたる愛知県、三重県、富山県、福井県の海岸には様々なごみが堆積し

ており、沿岸自治体や海岸管理者等が回収を行っています。 

海岸に漂着しているごみは、主に表２のとおり分類16されています。 

 

表 ２ 漂着ごみの分類 

 大分類 項  目 

１ プラスチック ボトル（飲料用（１L 未満、１L 以上）、その他のプラボト

ル（１L未満、１L以上））、ボトルのキャップ、ふた、スト

ロー、マドラー、フォーク、ナイフ、スプーン、食品容器、

ポリ袋、ライター、シリンジ、注射器、テープ、シートや

袋の破片、硬質プラスチック破片、ウレタン ほか 

２ 発泡スチロール コップ、食器包装、発泡スチロールの破片、発泡スチロー

ル製包装材 ほか 

３ ゴム タイヤ、玩具、ボール、風船、靴、ゴムの破片 ほか 

４ ガラス、陶器 建築資材、食品容器、電球、蛍光管 ほか 

５ 金属 ビンのふた、アルミ缶、スチール缶、金属片、ワイヤー、

針金 ほか 

６ 紙、ダンボール タバコのパッケージ、花火、紙袋、紙製容器 ほか 

７ 天然繊維、革 ロープ、ひも ほか 

８ 木（木材等） 木材（物流用パレット、木炭等含む） ほか 

９ 電化製品、電子機器 電化製品、電子機器 ほか 

10 自然物 自然物（灌木、流木等） ほか 

出典：地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン（環境省）から作成 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 環境省がこれまでに実施したモニタリング調査結果を基に、回収量が多い品目を分類。 

 
海岸での漂着ごみの事例（奈佐の浜海岸） 

（提供：千葉 賢 四日市大学教授） 
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本県の下流４県を合算すると、年間

約 2,000トンの漂着ごみが回収されて

います17。このうち自然物（灌木や流木

等）は重量ベースで全体の約６～９割

を占めており18、海岸の景観や環境を

損なってしまいます。 

 

また愛知県の調査によると、自然物を除い

た漂着ごみの組成（重量）は、事業系ごみが

約５割を占めており、中でも木材等の割合が

高くなっています。また、生活系ごみのうち、

もっとも割合が高かったのでは飲料用プラボ

トルでした。 

 

 

図 ４ 自然物を除いた漂着ごみ組成（重量割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：愛知県海岸漂着物対策推進地域計画（令和５年（2023 年）３月改定）から作成 

 

 
17 「令和６年度海洋ごみの実態把握及び効率的な回収に関する総合検討業務報告書（環境省）」。詳細は 86

頁参照。 
18 「令和６年度海洋ごみの実態把握及び効率的な回収に関する総合検討業務報告書（環境省）」。詳細は 86

頁参照。 

 

平成 30年７月豪雨後 

四日市港に積上げられた流木 

（提供 千葉 賢 四日市大学教授） 

 
平成 30年（2018年）10月 

庄内川水系新川に大量漂着したプラスチック 

（提供 千葉 賢 四日市大学教授） 

 

※四捨五入の関係で合計が 100%に一致しない 

飲料用プラボトル 9%
食品の包装・容器 4%
生活雑貨 6%
ふた・キャップ 2%
袋類（農業用以外） 1%
飲料缶 1%
くつ・サンダル 2%
飲料ガラス瓶 3%
おもちゃ類 1%
ライター 1%
その他生活系 2%
ロープ・ひも 11%
うき・フロート・ブイ 1%
その他漁業系 1%
木材等 45%
農薬・肥料袋 0%
その他事業系 9%

2% 2%

生活系

漁業系

事業系

その他（人工）

分類 重量割合

32%

13%

54%
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下流県の海岸に漂着したプラスチックごみの中には、内陸県である本県から流出した

と推測されるものも確認19されています。 

 

図 ５ 伊勢湾（三重県側）の海岸で回収されたライターの個数（県別内訳） 

 
出典：三重県海岸漂着物対策推進計画（平成 24年３月）から作成 

 

漂着ごみを回収するため、下流４県を合わせて年間約１万５千～２万７千人が海岸

清掃に参加しています20。 

 
19
 三重県が伊勢湾（三重県側）で実施した発生源推定のためのライター調査結果（H22）から。 

20 「令和６年度 海洋ごみの実態把握及び生物影響把握等に関する総合検討業務報告書」（環境省）。詳細は

88 頁参照。 

42
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③ マイクロプラスチックの発生メカニズム 

近年問題となっているマイクロプラスチックは、その成り立ちから「一次マイク

ロプラスチック（洗顔料・歯磨き粉などの製品に添加されている微細なプラスチッ

クや農業用資材として使用されている被覆肥料等）」と「二次マイクロプラスチッ

ク（自然環境の中で破砕・細分化し形成されるもの）」の２種類に分けられます。一

次マイクロプラスチックは元々５㎜以下のプラスチックで、排水溝を流れ一部が下

水処理場を抜けて海に流れ出ますが、サイズが微細なため一度流出すると回収する

ための対策が難しいとされています。二次マイクロプラスチックは、プラスチック

製品が散乱ごみとして河川等を介して海に流れ出し、紫外線や風等で劣化して粉々

に砕けマイクロサイズ（５mm以下）となるものです。 

プラスチック製品は、自然の中ではほとんど分解されず、マイクロプラスチック

として長期間環境に残る特徴があります。マイクロプラスチックが生態系や人の健

康にどのような影響を及ぼすかは調査が進められています。 

 

プラスチックのマイクロプラスチック化 

 

 

 

 

 

 

 

写真：日本列島から 1000km 離れた太平洋上で 

採取したマイクロプラスチック 

（出典：東京農工大学高田秀重教授） 

出典：「平成 29年度漂着ごみ対策総合検討業務」（環境省） 

コラム  
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（２）課題 

① 発生抑制の対策 

海洋ごみは下流県において様々な被害を及ぼしています。漂着ごみの重量構成では

流木等の自然物が高い割合を占めていますが、その中には本県由来のものも含まれる

と推測されます。特に流木は大型かつ比重が大きく、回収処理に手間と費用がかかる

ため、できる限り流出させないことが重要です。 

また、漂着ごみのうち自然物を除くと、プラスチックごみをはじめとする生活系ご

みが高い割合を占めています。生活系ごみは、一人一人が日常生活に意識を向け、使

い捨てのライフスタイルの見直しやごみの適切な管理（ポイ捨て・不法投棄をしない）

等、日々の行動を見直すことによって削減できる余地があることから、特に対策を強

化する必要があります。 

② 海洋プラスチックごみの対策 

本県下流の海域では、海洋プラスチックごみが高い割合で存在することが確認され

ました。一度流出したプラスチックは自然の中でほぼ分解されないまま細分化し回収

が困難となることから、陸域から河川等への飛散流出を回避するため、発生抑制を中

心とした対策を特に強化する必要があります。 

 

④ マイクロプラスチックの影響・被害について 

マイクロプラスチックは、海中の有害物質を取り込みやすい傾向があります。有

害物質を取り込んだマイクロプラスチックを海洋生物が摂取することで、有害物質

が生体内で蓄積され、最終的に生態系や人体に対して悪影響を及ぼす可能性が懸念

されています。また、遠くの海で有害物質を取り込んだマイクロプラスチックが港

や海岸に到着する恐れもあります。 

有害物質を取り込むマイクロプラスチック 

 

出典：「平成 29年度漂着ごみ対策総合検討業務」（環境省） 

コラム  
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４ 県内の散乱ごみ等の現状と課題 

海洋ごみは大きく「自然物」と「自然物以外」に分けられ、自然物では流木等が洪水や

台風等の災害によって大規模に漂着等することがあります。 

一方で、自然物以外のごみは日常生活から発生するものがほとんどで、管理が不十分な

製品の散乱や、ごみステーション等からの散乱、ポイ捨て・不法投棄等が原因と考えられ、

これらはまとめて「散乱ごみ」と呼ばれています。 

図 ６ 海洋ごみの発生経路 

 
出典：散乱ごみ実態把握調査マニュアル（環境省）を一部加工 

本県においても、陸域で発生した散乱ごみや流木等の自然物が河川等を介して海洋流出

していますが、特に散乱ごみについては、一人一人が日々の行動を見直すことによって削

減できる余地があることから、対策を強化する必要があります。 

そこで、本県では「河川ごみ実態調査21」（令和３年（2021 年）３月、令和７年（2025

年）３月）、「市町村及び河川等管理者22に対するアンケート調査23」（令和３年（2021 年）

５月、令和７年（2025年）10月）及び「環境に関する県民等意識調査」（令和６年（2024

年）10～12月）を実施し、「①県内の散乱ごみ等の発生状況」、「②対策実施状況」及び「③

環境に関する県民意識」の現状の変化と課題を整理しました。  

 
21 調査結果概要は 70 頁から 81 頁参照。 
22 「市町村及び河川等管理者に対するアンケート調査」（令和３年、令和７年）は河川管理者及びダム管理

者を対象に実施。 
23 本調査における「市町村」とは市町村の廃棄物所管部署とする（市町村の河川管理者は「河川等管理

者」の区分で整理）。 

管理
不十分な
製品の
散乱

適正
処理

ごみステー
ション等か
らの散乱

ポイ捨て
・

不法投棄

散乱ごみ

海洋ごみ
海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物並びに漂流ごみ等

意図しない散乱 意図的な散乱 流出

製品の使用・消費 自然物

自然
災害等

流木等
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（１）現状 

① 発生状況 

県内全域で、生活系ごみと不法投棄系ごみの散乱が問題となっており、一部地域で

はレジャー系ごみ24の散乱も問題となっています。 

このうち河川ごみ実態調査においてごみが確認された調査地点のごみ組成では、令

和３年３月、令和７年３月調査のどちらにおいても、３水系ともにプラスチックごみ

が高い割合を占めています。 

 

図 ７ 散乱ごみの種類【上：令和３年 下：令和７年】 【河川等管理者調整中】 

 
 

出典：市町村及び河川等管理者に対するアンケート調査結果(令和３年５月)、(令和７年 10月) 

 

表 ３ ごみが確認された調査地点の割合（ごみ組成別）【上：令和３年 下：令和７年】 

   

 

出典：河川ごみ実態調査結果（令和３年３月） 

 
24 河川敷等でのレジャー後に出される花火、バーベキュー用品等のごみ。 

【市町村】

54%(32)

68%(39)

41%(24)

37%(21)

12%(7)

11%(6)

2%(1)

4%(2)

0% 20% 40% 60% 80%

※複数回答

※散乱ごみ等に関する苦情や通報等が確認される主な地点

(R3)(n=59,地点数）(R7)(n=57,地点数）

生活系：ペットボトル、ビニール袋、空き缶等

不法投棄系：産業ごみ、建築廃材、粗大ごみ

レジャー系ごみ：花火、バーベキュー用品等

R3

R7

R3

R7

R3

R7

R3

R7

レジャー系

農業漁業系

生活系

不法投棄系

長良川下流 長良川上流 水門川 天王川 板取川

プラスチック類 76% (88%) (40%) (100%) (20%) (100%) 70% 90%

紙類 31% (30%) (40%) (0%) (60%) (0%) 10% 0%

金属類 27% (23%) (50%) (40%) (0%) (50%) 10% 60%

缶類 11% (5%) (10%) (40%) (40%) (0%) 10% 0%

ゴム類 8% (10%) (10%) (0%) (0%) (0%) 0% 0%

布類 5% (3%) (20%) (0%) (0%) (0%) 0% 10%

発泡スチロール類 5% (8%) (0%) (0%) (0%) (0%) 0% 0%

木材類 3% (3%) (0%) (0%) (0%) (50%) 0% 0%

ガラス類 2% (3%) (0%) (0%) (0%) (0%) 0% 10%

陶磁器類 2% (3%) (0%) (0%) (0%) (0%) 60% 0%

庄内川水系 神通川水系
木曽川水系

ごみ組成

※調査地点で確認されたごみ（容量）の上位２分類を記録し、分類毎に記録された調査地点数の割合を示す 
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出典：河川ごみ実態調査結果（令和７年３月） 

② 対策実施状況 

散乱ごみ等に関する苦情や通報等の多くは市町村に寄せられており、河川等管理者

と比較して苦情や通報等への対応頻度が高い傾向にあります。 

散乱ごみ等の主な発生抑制対策として、市町村、河川等管理者ともにポイ捨て・不

法投棄防止等の啓発を行っていますが、関係機関の連携不足、啓発の費用対効果が得

られない等の課題があります。 

流出対策として、苦情や通報等の対応時以外にも市町村の約５割、河川等管理者の

約４割は散乱ごみを回収しており、一部の河川等管理者では、必要に応じ施設管理に

支障が出ないようスクリーン設置等の対策を講じています。しかし、市町村では対応

する職員不足や効果的な取組がないこと、河川等管理者では、他機関・関係部局等と

の連携不足や処理費用などの負担等の課題を抱えています。 

また、普及啓発や環境教育に関する取組は、市町村、河川等管理者ともに全体の１

割程度にとどまっています。 

 

図 ８ 散乱ごみ等に関する苦情や通報等の対応状況 【河川等管理者調整中】

 
出典：市町村及び河川等管理者に対するアンケート調査結果(令和３年５月)、(令和７年 10月) 

長良川上流 長良川下流 水門川 天王川 板取川

プラスチック類 92% (100%) (90%) (80%) (100%) (100%) 90% 90%

紙類 19% (0%) (25%) (20%) (20%) (0%) 20% 20%

金属類 29% (60%) (23%) (20%) (0%) (100%) 20% 20%

缶類 27% (20%) (33%) (0%) (40%) (0%) 10% 30%

ゴム類 3% (10%) (0%) (20%) (0%) (0%) 0% 0%

布類 3% (0%) (3%) (0%) (20%) (0%) 0% 0%

発泡スチロール類 3% (0%) (5%) (0%) (0%) (0%) 10% 0%

陶器類 2% (0%) (3%) (0%) (0%) (0%) 10% 0%

ガラス類 2% (0%) (3%) (0%) (0%) (0%) 0% 0%

ごみ組成
木曽川水系

庄内川水系 神通川水系

【市町村】 （ｎ=42,市町村数）

R3

R6

R3

R6

R3

R6

R3

R6

R3

R6

週１回以上

月数回程度

月１回程度

年数回程度

無
2%

10%

36%

21%

19%

14%

33%

40%(17)

10%

14%(6)

0% 20% 40% 60%

※調査地点で確認されたごみ（容量）の上位２分類を記録し、分類毎に記録された調査地点数の割合を示す 
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図 ９  散乱ごみ等の対策に関する取組【河川等管理者調整中】 

  
出典：市町村及び河川等管理者に対するアンケート調査結果(令和３年５月)、(令和７年 10月) 

 

 

図 １０   散乱ごみの発生抑制対策・回収対策を実施する上での課題【河川等管理者調整中】 

  
出典：市町村及び河川等管理者に対するアンケート調査結果 (令和７年 10月) 

  

　【市町村】 （ｎ=42,市町村数）

　※複数回答

86%(36)

83%(35)

71%(30)

60%(25)

40%(17)

64%(27)

36%(15)

36%(15)

31%(13)

31%(13)

21%(9)

48%(20)

14%(6)

19%(8)

12%(5)

7%(3)

7%(3)

7%(3)

2%(1)

0%(0)
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5%(2)
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R6
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R3
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R3

R6

R3

R6

R3

R6

R3

R6

R3

R6

R3

R6

不法投棄等の通報、情報提供　

ポイ捨て対策　

ごみ集積場対策　

体験型環境学習など　

ワークショップなど　

製品の意図しない散乱防止対策　

ごみ拾い活動の推進　

流出したごみの回収　

普及啓発、環境教育など　

キャンペーンその他　

デポジット制度　

【市町村】 （ｎ=42,市町村数）

62%(26)

55%(23)

29%(12)

19%(8)

14%(6)

12%(5)

7%(3)

2%(1)

2%(1)

0% 20% 40% 60% 80%

対応する職員不足

効果的な取り組みがない

予算的制約

費用対効果が得られない

他機関との役割の明確化

他機関等との連携不足

ごみ量の増加

外国人への対応

その他

※複数回答

普及啓発に関す

る取り組み 
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図 １１  管内での散乱ごみの回収状況（苦情及び通報等による対応を除く） 

【河川等管理者調整中】 

 

出典：市町村及び河川等管理者に対するアンケート調査結果（令和７年 10月） 

 

 

図 １２ 河川マナーについて【調整中】 

出典：市町村及び河川等管理者に対するアンケート調査結果 (令和７年 10月) 

 

 

  

【市町村】 （ｎ=42,市町村数）

52%(22)48%(20)

回収していない 回収している

河川管理者に対し、管轄内の河川マナーについて質問 
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③ 環境に関する県民意識 

県民の７割以上は何らかの環境にやさしい行動に取り組んでいますが、清掃活動等

に取り組む県民は１割にとどまり、特に若年層での参加割合が低い傾向にあります。 

また、県民が環境にやさしい行動を実践する上での困難として、「何をどう行動すれ

ばよいか分からない」「環境問題の現状が分からない」といった理由が明らかになりま

した。 

   

図 １３ 環境にやさしい行動として取り組んでいること（年齢別） 

 
出典：環境に関する県民等意識調査結果（令和６年 10～12月）を一部加工 

 

図 １４ 環境にやさしい行動を実践する上での困難 

 
出典：環境に関する県民等意識調査結果（令和６年 10～12月）を一部加工 

 

  

4.6%

7.2%

12.5%

13.5%

15.9%

15.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18～29歳（n=131)

30～39歳（n=111)

40～49歳（n=120)

50～59歳（n=133)

60～69歳（n=195)

70歳以上（n=199)

河川清掃など地域の環境保全に関する

地域活動やボランティアに参加している

【問４ 環境にやさしい行動として取り組んでいることについて×年齢】

※全体では 12.2 % 
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（２）課題 

① 県内全域での生活系散乱ごみ・不法投棄系ごみの対策 

本県で問題となっている散乱ごみの多くは生活系ごみや不法投棄系ごみです。これ

らは一般的な廃棄物対策として既に様々な対策が講じられているものの、既存の取組

では十分な効果が得られておらず、引き続き対策の見直しや強化が必要です。 

また、対策にあたっては一人一人が日常生活に意識を向け、使い捨てのライフスタイ

ルの見直しやごみの適切な管理（ポイ捨て・不法投棄をしない・適切な分別を行う）等、

日々の行動を見直すための啓発が必要です。 

② 重点的・モデル的なレジャー系ごみの対策 

河川等及びその周辺での社会的利用に伴い、レジャー等に起因する散乱ごみも一部

地域で問題となっています。このようなレジャー系ごみは人為的なごみであり、一人一

人の意識や行動変容が重要です。また、アウトドア需要の高まりのほかオーバーツーリ

ズムや在住外国人の増加に伴い、レジャー等の需要は引き続き高まると見込まれるこ

とから、今後社会的利用が拡大すると見込まれるエリアにおける散乱ごみの未然防止

対策を含め、重点的・モデル的な対策を講じるエリアを設定し、優良事例を広げていく

ことが必要です。 

③ プラスチックごみの対策 

河川ごみ実態調査では、全県的にプラスチックごみの河川等周辺での散乱が確認さ

れており、河川等を介した海洋への流出が懸念されます。 

プラスチックごみは、自然環境の中で破砕、細分化してマイクロプラスチックになる

とされており、一旦流出すると回収は困難です。そのため、プラスチックごみの適正処

理をはじめ、プラスチックが散乱ごみとなりマイクロプラスチック化する前の発生抑

制及び河川等への流出対策が必要です。 

④ 関係者の連携 

散乱ごみの発生抑制及び流出対策は、一般的な廃棄物対策として既に各主体がそれ

ぞれの立場で実施していますが、取組の効果をより一層上げるためには県民、事業者、

民間団体、学校・研究機関、行政等の連携が必要です。 

⑤ 県民の環境に配慮した行動の推進 

地域の清掃活動等は、他の環境にやさしい行動と比較して取組割合が低い状況にあ

り、特に若年層では割合が低くなっています。ごみ拾いといった清掃活動に対し、「作

業感・義務感」でなく「楽しい」と感じられる取組を実施し、意識の変容を起こすこと

が必要です。 

環境に配慮した行動として、何をどう行動していいか分からない、現状や効果が分か

らないといった要因を踏まえ、県内の散乱ごみ等の状況や清掃活動等の取組の効果の
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「見える化」など、海洋ごみ問題を自分事として捉え、具体的な行動につながるような

啓発等の対策が必要です。 
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Ⅲ 計画の方向性 

１ 目指すべき将来像 

〇 豊かな自然に育まれ、山、川、海へとつながる「清流」が、私たちの暮らしの源と

なっていることを、県民、事業者、民間団体、学校・研究機関及び行政等の各主体が

深く認識し、自然と人が共生する持続可能な岐阜県を実現するために必要な行動を実

践する社会。 

〇 私たちの暮らしから新たな海洋汚染を引き起こさないよう、プラスチックごみの流

出抑制をはじめ、内陸県としての役割を各主体が認識し、相互連携協力のもと流域圏

と一体的な取組を展開する社会。 

 

 

２ 本計画における基本目標（ 令 和 ４ 年 度 （ 2 0 2 2 年 度 ） ～ 令 和 1 2 年 度 （ 2 0 3 0 年 度 ） ） 

本県の清流が織りなす豊かな自然環境の保全と継承につながるよう、ひいては海洋プラ

スチックごみをはじめとする新たな海洋汚染を引き起こさないために、内陸に暮らす私た

ちが果たすべき役割を県民、事業者、民間団体、学校・研究機関及び行政等が各々に認識

し、相互連携して散乱ごみ対策をはじめとする具体的行動に取り組みます。 

 

３ 基本的方向性 

本県から新たな海洋汚染を引き起こさないため、県民、事業者、民間団体、学校・研究

機関及び行政等が連携し、以下の４つの基本的方向性に沿って取組を進めます。 

 

（１）海洋ごみの発生源となる散乱ごみ等の発生抑制及び流出対策 

県内で発生した散乱ごみ等が河川等を介して海洋流出しないよう、できる限り散乱

ごみ等の発生を抑制し、それでもなお散乱ごみとなったものについては清掃活動等の

対策により流出を抑制することを基本に全県的な取組を進めます。 

① 散乱ごみ等の発生抑制 

ア ごみの減量化及びリサイクルの推進 

イ 製品等の適正な管理 

ウ ごみの適正な回収処理 

エ 不法投棄の防止 

② 散乱ごみ等の流出対策 

ア 清掃活動を含む環境保全活動への参加、協力及び支援 

イ 流木の河川等への流出防止 

全県 
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③ 環境教育・普及啓発 

ア ごみの減量化やリサイクル等に関する啓発 

イ 内陸県から発生する海洋ごみに関する理解促進 

ウ 散乱ごみ等の状況や清掃活動の成果の「見える化」による行動変容の促進 

エ 環境に配慮した行動の実践につながる環境教育の支援 

 

（２）河川等及びその周辺での社会的利用に伴う散乱ごみへの重点的・モデル的な

対策 

県内では、全県的な生活系ごみ・不法投棄系ごみ等の散乱防止に加え、河川等及び

その周辺での社会的利用に伴う散乱ごみの発生抑制が課題となっています。 

そこで、県内の河川等及びその周辺で社会的利用があり、地域の高い環境意識のも

と、関係者が連携して散乱ごみ対策に取り組み、モデル的な取組として他地域への波及

効果が見込まれるエリアを「重点モデル区域」に設定し、期間を定めたうえで重点的・

モデル的な対策を推進します。 

① 各重点モデル区域の地域特性に応じた対策 

 

 

 

 

 

 

② 重点モデル区域間で連携して実施する対策 

 

（３）多様な主体の適切な役割分担と連携確保 

① 役割分担 

国、県、市町村、河川等管理者、県民、事業者、民間団体及び学校・研究機関等の

多様な主体が地域の実情を考慮し適切な役割分担のもと、本計画に基づき連携して海

洋ごみ対策に取り組みます。  

ア 岐阜市長良川流域 カ 可児市可児川ふるさと川公園付近 

イ 海津市中江川、大江川、 
東大江川流域 

キ 郡上市長良川北部エリア、南部エリア 

ウ 垂井町相川河川敷広場 ク 瑞浪市土岐川堤防 

エ 輪之内町下大榑、海松新田地内 ケ 高山市古い町並周辺 

オ 美濃市板取川流域及び長良川流域 コ 飛騨市宮川流域 

全県 重点モデル区域 

重点モデル区域 
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表 ４ 主な役割分担 

主体 役割 

国 ○ 基本方針の策定 

○ 漂着ごみ等の発生状況・発生原因に係る調査の実施 

○ 海洋ごみ対策の推進のための財政上の措置 

○ 地方公共団体との情報共有、連携の推進 

県 ○ 計画の策定・進行管理 

○ 国、他県、市町村及び関係団体等との連携の推進 

○ 関係団体の代表等で構成する協議会の運営 

○ 海洋ごみの発生抑制及び流出対策、環境教育・普及啓発に係る施策の実施 

○ イベント等による土地の占有者に対する適正処理等の要請 

市町村 ○ 海洋ごみの発生抑制及び流出対策、環境教育・普及啓発に係る施策の実施 

○ 海洋ごみ対策に係る県、河川等管理者、管内事業者及び民間団体等との連携 

○ 一般廃棄物の適正な分別収集・処理体制の構築 

○ 散乱ごみに対する適切な対応 

○ ごみ処理施設の処理能力内での散乱ごみ等の受入等、処理の協力 

○ イベント等による土地の占有者に対する適正処理等の要請 

河川等 

管理者 
○ 河川ごみ等の処理に必要な措置 

○ 住民等による河川等美化活動への支援 

○ 海洋ごみ対策に係る県、市町村、管内事業者及び民間団体等との連携 

○ 環境教育・普及啓発の実施 

○ 河川等の管理に必要な流木等の回収・捕捉等 

県民 ○ 使い捨て製品の削減をはじめ資源循環型社会25の形成に資する取組の実施 

○ 所持する物や土地の適正な管理及びごみの適切な管理（ポイ捨て・不法投棄をしない） 

○ 清掃活動を含む環境保全活動への参加、協力及び支援 

○ 清掃活動をはじめ環境に配慮した行動の実践 

事業者 ○ 使い捨て製品の削減をはじめ資源循環型社会の形成に資する取組の実施 

○ 環境配慮設計26をはじめ資源循環型社会の形成に資する製品・サービスの提供 

○ 所持する物や土地の適正な管理 

○ 廃棄物の適正な処理及び海洋ごみの発生抑制 

○ 清掃活動を含む環境保全活動への参加、協力及び支援 

民間団体 ○ 清掃活動を含む環境保全活動の推進 

○ 海洋ごみの発生抑制及び流出対策、環境教育・普及啓発に係る活動の推進 

○ 県、市町村、河川等管理者及び管内事業者等との連携 

学校・ 

研究機関 
○ 海洋ごみの発生状況・発生原因に係る調査・研究 

○ 環境教育ツールとしての清掃活動の実施 

○ 環境教育の推進、協力 

○ 技術的・専門的知見の提供 

 
25 社会経済活動の全段階を通じて、廃棄物等の発生抑制や循環資源の利用などの取組により、新たに採取

する資源をできるだけ少なくした、環境への負荷をできる限り少なくする社会。 
26 「製品のライフサイクル全般にわたって、環境への影響を考慮した設計」のことを言い、ＤｆＥ

（Design for Environment）、環境適合設計、エコ･デザインなどと呼ばれることもある。 
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② 相互協力 

多様な主体による連携を推進するため、有識者、住民及び民間団体の代表並びに行

政機関等で構成する岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会（以下「協議会」という。）を

設置し、具体的な対策について検討を行います。 

また下流県をはじめ流域圏全体として、隣接県の自治体や民間団体など各主体とも

連携を強化し、広域的な相互協力により効果的な対策を実施します。 

 

（４）海洋ごみ対策に関する状況把握（モニタリング） 

本計画に基づき講じた対策の効果を測定するとともに、県内における海洋ごみ対策

を効果的に実施するため、県内の散乱ごみ等の発生状況や清掃活動の実施状況等につ

いて全県及び重点モデル区域において定期的な把握（モニタリング）を行います。 

また、モニタリングの結果について協議会に報告し、新たな課題の洗い出しや対策項

目の検討に活用します。 

  

全県 重点モデル区域 
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コラム  ⑤ 世界農業遺産「清流長良川の鮎」と海とのつながり 

平成 27 年（2015 年）12 月、「清流長良川の鮎」が世界農業遺産に認定されまし

た。長良川は流域に約 86 万人の人口を抱え、都市部を流れる川でありながら、流

域の人々の暮らしの中で清流が保たれ、その清流から海につながる水環境の中で鮎

が育っています。また、清流と鮎は地域の経済や歴史、食・文化と深く結びついて

います。こうした人の生活、水環境、漁業資源が密接に関わる里川（さとかわ）全

体のシステムを「長良川システム」として捉えています。 
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Ⅳ 全県的な推進施策 

１ 海洋ごみの発生源となる散乱ごみ等の発生抑制及び流出対策 

（１）散乱ごみ等の発生抑制 

① ごみの減量化及びリサイクルの推進 

○ ３Ｒ27等の推進 

海洋ごみの発生源となる散乱ごみの発生抑制には、使い捨て製品の使用削減（マ

イバッグやマイボトル等の持参、リペア・リユース・リサイクル製品の購入等）な

どごみの減量や、環境に配慮した製品等の利用が必要であることから、市町村や事

業者、関係団体等と連携し、３Ｒをはじめごみ減量化や資源の循環的利用を推進し

ます。 

また、製品等の使用や消費にあたり、環境負荷の低減や社会的責任の遂行に努め

る事業者からの優先購入（グリーン購入28）や、人・社会・環境に配慮した消費（エ

シカル消費29）を推進します。 

 

 
27
 廃棄物等の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）の３つの取組を指し、それぞれ

の頭文字を取ったもの。 
28 製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考慮し、購入が必要な場合には、品質や価格だけ

でなく、できる限り環境への負荷が小さいものを優先的に購入すること。 
29 地域の活性化や雇用なども含む、人や社会、環境に配慮した消費行動。消費者それぞれが各自にとって

の社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと。 

全県 

生活系・不法投棄系 プラごみ 

⑥ 事業者によるリサイクルの取組 

岐阜大学生協では食堂で提供する丼弁当の容器にリサイクル 

容器「リ・リパック」を使用しています。この容器は、食べ終わ 

った後に表面のフィルムを剥がすだけで、容器を洗わず回収して 

再利用することができるものです。 

当初は多くの組合員が「リ・リパック」のことを知らずにゴミとして捨てていま

したが、生協の学生組織である学生委員会の活動として、回収場所の整備・拡張や

回収方法の周知、啓発活動に着手するなど、大学の中で環境配慮の取組が広がって

います。 

コラム  
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⑦    ⑦ 商品包材の再利用と消費者への啓発イベント 

コープぎふの店舗では、ペット

ボトルの回収を行っており、回収

されたペットボトルはコープ商

品の包材として再利用されてい

ます。 

また、イベントでは防災鍋を使

用したカレーづくりを行い、試食用の容器には植物由来の廃材でつくられた「バガ

ス」を使用しました。会場では「バガス」についての説明を行い、参加者の皆さん

に実際にバガス容器を土に埋める体験をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「プラスチック・スマート30」の推進 

プラスチックは生活に利便性と恩恵をもたらす素材である一方、適切な処理がな

されない場合は、陸域から河川等を介した流出による環境汚染が懸念されることを

踏まえ、プラスチックごみの排出抑制を推進します。 

プラスチック製容器包装・製品の原料については、製造事業者等と連携して、バ

イオプラスチック31や再生プラスチック等への代替等、環境に配慮した製品の普及を

推進します。 

また、商品やサービスの提供に伴って無償で提供される使い捨てプラスチックに

ついては、消費者関連団体や事業者等と連携して、使用の合理化を推進します。 

さらにプラスチックごみの排出については、市町村と連携して各市町村のルール

 
30 世界的な海洋プラスチック問題の解決に向けて、個人・自治体・ＮＧＯ・企業・研究機関など幅広い主

体が連携協働して取組を進めることを後押しするため環境省が展開するキャンペーン。本キャンペーンで

は、ポイ捨て撲滅を徹底した上で、不必要なワンウェイのプラスチックの排出抑制や分別回収の徹底などの

"プラスチックとの賢い付き合い方"を全国的に推進し、取組を国内外に発信している。 
31 原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチック素材（バイオマスプラスチック）や

プラスチックとしての機能や物性に加えて、ある一定の条件の下で自然界に豊富に存在する微生物などの働

きによって分解し、最終的には二酸化炭素と水にまで変化する性質を持つプラスチック（生分解性プラスチ

ック）の総称。 

コラム  
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に従った丁寧な分別を推進します。 

さらに、若年層に対しては、高校や大学においてプラスチックの資源循環に関す

る出前授業を実施するほか、学園祭等における環境配慮型製品の展示等を通じ、広

く普及啓発を実施します。 

 

② 製品等の適正な管理 

○ 所持する物や土地の適正な管理の促進 

県民及び事業者は、所持する物が河川等へ飛散流出しないよう適正に管理し、海

洋ごみの発生抑制に努めることとします。特に、台風や出水期には所持する物等の

流出が懸念されることから、その管理を徹底することとします。 

そのうえで、県及び市町村は管理者等に対して、土地の適正管理等に必要な助言

及び指導を行うとともに、農林水産業関連団体や商工会等と連携し、資材等の飛散

流出防止措置を働きかけます。 

⑧ 岐阜県プラスチック・スマート事業所「ぎふプラスマ！」 

本県では、令和４（2022）年 11月、「ぎふプラごみ削減モデルショップ制度」を、

プラスチック資源の循環に資する取組みを行っている事業所を「岐阜県プラスチッ

ク・スマート事業所『ぎふプラスマ！』」として登録する制度へと全面リニューア

ルしました。 

本制度では、使い捨てプラスチックの使用合理化、再生材やバイオプラスチック

や紙などの再生可能資源への適切な代替などプラスチック資源の循環に取組む全

ての事業所を対象としています。 

岐阜県内の事業者、県民、行政が一体となって、オール岐阜でプラスチック資源

の循環を促進し、脱炭素、大気汚染や海洋汚染の防止などを通じて持続可能な社会・

自然環境の構築を図ります。 

 

コラム  

ぎふプラスマ! 

 

検 索 

このステッカーが
登録事業所の目印
です。 
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⑨ ぎふ清流ＧＡＰ評価制度【確認中】 

本県では令和２年（2020年）11月、「食品安全」「環境保全」「労働安全」等につ

いての農場の運営システムや手法を点数評価し、生産者が取り組みやすく、かつ上

級グレードの国際水準ＧＡＰを目指せる制度として「ぎふ清流ＧＡＰ評価制度」の

運用を開始しました。 

同評価制度の中で、資材や廃棄物の管理についても基準を設けており、農業関連

団体等と連携して制度の普及を図っています。 

 

コラム  

ＧＡＰ（ギャップ）とは 

ＧＡＰとは「Good Agricultural Practice」の略称

で、「農業生産工程管理」と訳されます。 

具体的には、栽培記帳、廃ビニール・廃プラスチック

の適正処理、農薬保管庫の設置など、農業生産に関す

る法令等に則して定められた点検項目に沿い、農場で

のリスクを軽減するための各工程の正確な実施、記

録、点検、評価を繰り返すという持続的な改善活動の

ことです。 
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③ ごみの適正な回収処理 

○ 市町村における一般廃棄物の適正処理の推進 

生活系ごみの散乱による河川等への飛散流出防止のため、市町村はごみ集積所等

で散乱防止対策を講じることとします。 

また、プラスチックごみの排出については、市町村と連携して各市町村のルール

に従った丁寧な分別を推進します（再掲）。 

 

  

⑩ 市町村におけるごみ集積所等での取組【確認中】 

美濃加茂市は、人口の約１割を外国籍の方が占め、全国的にも外国人在住者の割

合が高い市です。市では、全ての市民にごみ出しのルールを守ってもらうため、英

語・ポルトガル語でごみ回収ルールを表記したチラシを作成し、理解を呼びかけて

います。 

ごみ集積所にも英語・ポルトガル語の立て看板を設置することで、不法投棄抑制

やごみ減量などの効果がありました。 

また、必要に応じて企業へ出向き、ごみ出しのルールや生活環境の違いを講義し、

多文化交流を推進しています。 

コラム  
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○ 事業者における対策の促進 

事業者は事業活動に伴って生じたもののうち資源の循環的利用及び廃棄物の適正

処理により、海洋ごみの発生抑制に努めることとします。 

そのうえで県及び市町村は各種関連団体等と連携して、事業者に対し所管官庁や

業界団体の示す方針やガイドラインに従いごみが適正に処理されるよう働きかけま

す。 

また、イベントの開催や露店の営業等、一時的な事業活動が行われる土地の占有

者又は管理者に対し、用いる器材等の適切な管理やごみ等の適正な処理に関し必要

な要請を行います。 

⑪ 市町村における回収プラスチックのリサイクルの取組 

県内各地にあるＪＡ（農業協同組合）では、「環境に優しい農業」を目指し、地域

の農業者の使用済みプラスチック（ビニールハウスのビニール、農薬の空容器、肥

料袋、育苗箱、ポット、マルチなど）の回収を行っています。 

これらの農業に伴うごみは産業廃棄物として処理することが求められますが、小

規模の農業者では少量の廃棄物を単独で処理することが大きな負担になることか

ら、各地のＪＡが積極的に回収することで、適正な処理につながっています。 

コラム  

輪之内町で行われている、分別回収されたプラスチックをリサイクルし、町のプラス

チックごみ回収袋を作成する取組を記載予定 
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○ 災害廃棄物処理の推進 

市町村は災害廃棄物の処理主体として適正かつ円滑迅速に処理を進めます。 

県は、災害廃棄物の迅速な処理を行うため、災害発生直後の速やかな仮置場の設

営及び管理、市町村等との連絡調整など、災害を想定した演習及び研修会を実施す

るほか、国や近隣県との広域的な連携・応援体制を相互に確認する訓練等に参加す

るなど、災害廃棄物処理体制の強化を図ります。 

 

④ 不法投棄の防止 

○ 監視指導等による不法投棄の未然防止 

県及び市町村は、海洋ごみの発生源となる廃棄物の不法投棄を未然に防止し、ま

た早期に発見措置するため、管理者や隣接県、警察等の関係機関と連携した監視パ

トロールや厳格な指導を行います。 

また、投棄しにくい環境づくりとして、管理者、消費者関連団体及び環境保全団

体等と連携を図るとともに、インターネット等を活用し通報体制を整備します。 

⑫ 事業者団体によるプラスチックごみ回収の取組 

県内各地にあるＪＡ（農業協同組合）では、「環境に優しい農業」を目指し、地域

の農業者の使用済みプラスチック（ビニールハウスのビニール、農薬の空容器、肥

料袋、育苗箱、ポット、マルチなど）の回収を行っています。 

これらの農業に伴うごみは産業廃棄物として処理することが求められますが、小

規模の農業者では少量の廃棄物を単独で処理することが大きな負担になることか

ら、各地のＪＡが積極的に回収することで、適正な処理につながっています。 

コラム  
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⑭ 管理者による不法投棄に関する啓発 

河川への不法投棄は、河川空間が持つ良好な景観や環境を著しく低下させ、地

域住民の河川に対するイメージの低下を招くばかりでなく、火災発生や有害物質

が流出する原因ともなります。 

木曽川上流河川事務所では、管内の河川への不法投棄を防止するため、投棄場

所や投棄されたごみの写真を示した「ごみマップ」を作成し、ホームページに掲

載することで、ごみに対する意識向上と不法投棄禁止の呼びかけを行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

⑬ 事業者による不法投棄抑止のための見守り活動 

コープぎふでは、県内 38 市町村、１社会福

祉協議会と地域見守り協定を締結しています。

この協定は、住民が安心して暮らせる地域社会

づくりを進めることを目的に、各市町村と結ん

でいるもので、主として高齢者や子ども、障が

い者など社会的弱者を対象に、異変や犯罪行為

を発見した際に行政の窓口に情報提供を行う

ことを定めています。 

 

 

市町村によっては、この協定の内容として生

協の職員が業務中に不法投棄を発見した場合

には、担当部署に連絡することを定めており、

不法投棄を抑止する一助になっています。 

 

コラム  

木 三川上流部 ごみマップ                          
                       

  

                      
                                  

川はみんなのもの
みんなの愛情で清流木 三川を守 う！！

        

    

   

    

     

      

        

コラム  
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（２）散乱ごみ等の流出対策 

① 清掃活動を含む環境保全活動への参加、協力及び支援 

○ 行政、事業者及び民間団体等が連携した清掃活動の推進 

清掃活動への参加は直接的に地域のごみの散乱状況を知ることができる機会とな

り、散乱ごみの発生抑制につながる意識啓発の効果も期待されることから、市町村

及び地域の事業者、環境保全団体並びに報道機関等と連携し、住民参加による清掃

活動を推進するとともに、楽しみながら清掃活動を行う機会を設けます。 

また、散乱ごみ等の清掃は主に地域住民をはじめボランティアの活動に支えられ

ていることから、地域住民等がボランティアとして清掃活動に取り組みやすい環境

整備を市町村と連携して推進します。 

⑮ 事業者と地域住民等が連携した清掃活動 

日本を代表する清流・長良川の環境保全と美化のため、

岐阜新聞社、岐阜放送が呼びかけ人となり、地域住民や

企業等と連携して岐阜市の長良川周辺で清掃活動を行っ

ています。 

昭和 48年（1973年）から続ける本清掃活動には、地元

自治会や行政等も賛同し、毎回、数千人が参加していま

す。 

コラム  

行動促進 連携 

⑯ 東海学院大学の学生による清掃活動の取組

本県では、令和４（2022）年５月から、ごみ拾いＳＮＳ「ピリカ」に投稿された

清掃活動の成果等を「見える化」したウェブページを開設しています。 

身近な地域のごみの状況や、清掃活動の様子を知ることができ、若者をはじめと

した幅広い世代の方に、環境問題について興味を持っていただくとともに、清掃活

動への参加のきっかけとなる情報を発信しています。 

 

コラム  

路上の散乱ごみの個数や
種類をＡＩ技術により分類
し、色分けした地図を掲載し
ています。 

 

東海学院大学の学生による三重県答志島奈佐の浜海岸における清掃活動の取組を記

載予定 
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⑰ 環境保全団体による取組【確認中】 

ＮＰＯ法人長良川環境レンジャー協会は「清流長良川を次の世代に引き継ぐ」こ

とを基本理念とし、河原の清掃、河川利用者に対するごみ持ち帰りの呼びかけ、環

境保全・水難事故防止等の啓発活動、不法投棄等を監視するため河原のパトロール

を実施しています。また、清流長良川を次の世代に引き継ぐため、小中学生を対象

とした環境教育、野外体験活動等を実施しています。 

さらに、「伊勢湾にゴミを流さない」との共通認識のもと、上流の郡上市から下

流の桑名市までの地域住民や各種団体、企業・行政と協働して「長良川流域連携ク

リーン作戦」を実施し、長良川の環境保全のネットワーク化を推進しています。 

 

コラム  

⑱ 高校生による清掃活動の取組【確認中】 

「スポＧＯＭＩ甲子園」は全国の高校生（15～18歳の方）が各エリアでごみ拾い

を競い合い、「高校生ごみ拾い日本一！」を決める大会です。３名でチームを組み、

競技時間の 60 分間であらかじめ決められた競技エリア内のごみを拾い、その質と

量を競い合う「地球に最もやさしいスポーツ」を掲げています。 

県内では、海と日本プロジェクトｉｎ岐阜県実行委員会とスポＧＯＭＩ甲子園実

行委員会の主催で、令和元年（2019 年）から長良川河川敷で予選大会が行われてい

ます。 

このイベントは、一人一人が海洋ごみの問題を自分事化し、“これ以上、海にごみ

を出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標として、日本財団

が推進する海洋ごみ対策事業『海と日本プロジェクト ＣＨＡＮＧＥ ＦＯＲ  

ＴＨＥ ＢＬＵＥ』の一環で開催するものです。 

コラム  
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○ 住民等が主体となった環境保全活動の促進 

本県が誇る「清流」に代表される良好な河川環境を維持し、自然環境や河川等に

育まれた地域の歴史、伝統文化等を次の世代につなぐため、地域住民や農林水産等

事業者、環境保全団体等が主体となって行う環境保全活動を支援します。 

 

② 流木の河川等への流出防止 

○ 森林整備による流木対策の推進 

流木の発生を抑制するため、市町村や林業事業体と連携し、間伐等の森林整備、

間伐材を森林から河川に流出させないための適正処置や、土石や流木を捕捉するス

リットダムの整備等、山地防災力の強化を推進します。 

○ 砂防えん堤32整備による流木対策の推進 

土砂災害等による土石や流木等の発生及び流出を抑制するため、捕捉機能の高い

透過構造を有する砂防えん堤の整備を推進します。 

○ 河川管理による流木対策の推進 

流水の阻害となり、河川管理上支障となる河川内の立木を伐採することで、河川

に流出する流木を軽減します。 

 

  

 
32 土石流による災害を防ぐために渓流に設置する構造物。土石流を食い止める働きのほかにも、土砂を貯

めて渓流の勾配を緩やかにする働きや一度に大量の土砂が下流に流れ出ることを防ぐ働きがある。 

⑲ 良好な河川環境等を維持するための取組 

本県では、良好な河川環境等の維持を進めており、県民による自発的な除草活動

や河川美化活動への支援を行っています。令和６年度（2024年度）には、「ぎふ・

リバー・サポーター事業」として除草活動に 83 団体、延べ約 6,000 人、河川美化

活動に 70団体、延べ約 18,000人に参加していただきました。 

 

コラム  
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（３）環境教育・普及啓発 

① ごみの減量化やリサイクル等に関する啓発 

○ ポータルサイト等を活用した情報発信 

海洋ごみの発生源となる散乱ごみの発生抑制のためには、使い捨てのライフスタ

イルの見直し（マイバッグやマイボトル等の持参、リペア・リユース・リサイクル

製品の購入等）やごみの適切な管理（ポイ捨て・不法投棄をしない、ごみの持ち帰

り、収集場所での適切な分別等）など、一人一人の具体的な行動が重要であること

から、ポータルサイト等を活用し、県民だけでなく、観光客に対しても分かりやす

い情報発信を行います。 

 

② 内陸県から発生する海洋ごみに関する理解促進 

○ 海洋プラスチックごみ問題への理解促進 

プラスチックごみを含む海洋ごみの多くは陸域で発生したものであり、内陸であ

る本県からもプラスチックごみを含む生活系ごみが河川等を介して流出しているこ

とを踏まえ、県民が海洋プラスチックごみ問題を自分事として理解できるよう、ま

た海洋プラスチックごみ対策の推進と地域の環境保全とのつながりについて、各種

関連団体や報道機関等と連携して啓発を行います。さらに、広く県民等を対象とし

た海洋ごみプラスチックごみ問題に対する理解を促す機会を設けます。 

 

行動促進 プラごみ 

⑳ 親子環境学習ツアーで海洋プラスチックごみの問題を学習 

本県では、「脱炭素社会ぎふ」を支える人材を育成するため、県内小中学生及び

その保護者が、体験や交流を通じて「森・里・川・海のつながりや環境問題」に関

する理解を深め、環境にやさしい行動を学ぶ環境学習ツアーを実施しています。 

 令和 7年度には、藤前干潟（名古屋市）や吉崎海岸（四日市市）のクリーンアッ

プ活動を通して、干潟のゴミが環境や生物にあたえる影響や、漂着ゴミの種類や量、

海洋プラスチックごみ問題について学びました。またツアー内の講座では、私たち

の日常生活からもマイクロプラスチックゴミの 

発生につながる要因があることを知りました。 

一日のまとめでは、参加者から「食品ロス、 

ごみの分別、落ちているごみ拾いを気にかけた 

い」という具体的な意見が出され、本ツアーが 

参加者の行動変容に寄与しています。 

 

コラム  
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○ 教育機関等での普及啓発 

次代の環境活動を担う人材を育成するため、有識者や環境保全団体等、地域に根

ざして活動している環境教育の実施者等と連携し、学校等の教育機関において、海

洋プラスチックごみ問題をはじめ、海洋ごみに関する理解促進のための環境教育を

推進します。 

 

③ 散乱ごみ等の状況や清掃活動の成果の「見える化」による行動変容の促進 

○  散乱ごみ等の「見える化」の推進 

私たちの暮らしに起因する海洋ごみ問題を地域課題として認識し、関係者間で問

題意識を共有できるよう、地域の散乱ごみの状況を、デジタル技術を利用し、種類

や個数により色分けして「見える化」した地図の県ウェブページへの掲載を推進し

ます。 

また、これを活用した清掃活動や環境教育など海洋ごみ発生抑制に資する市町村

の自主的な取組を支援し、県ウェブページ等で広く紹介します。 

○ 成果の「見える化」による清掃活動等の促進 

これまで団体等が個々に実施してきた清掃活動について、事業者、環境保全団体、

報道機関及び教育機関等と連携し、活動による成果を「見える化」して発信するこ

とで、県民や事業者、民間団体等各主体による清掃活動を促進します。 

④ 環境に配慮した行動の実践につながる環境教育の支援 

○  オンラインによる主体的な学びの促進 

ワンストップでアクセスできる環境学習用のポータルサイトにおいて、海洋ごみ

㉑ 若年層の海洋ごみに対する意識 

令和７年（2025 年）７月～８月にかけて、岐阜県内

の小中学生 200名以上に海洋ごみに関するアンケート

調査を実施したところ、「海洋ごみがあると生き物に

も命に関わるから減らしていきたい」「海に面してい

ないから大丈夫、と思ってはいけないなと思った」「自

分ができることをしたい」といった感想があり、内陸

県においても海洋ごみに対する関心の高さを伺えま

した。 

 

コラム  
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問題をはじめ、環境に配慮した行動の実践につながるコンテンツを提供し、オンラ

インによる県民の主体的な環境学習を支援します。  

○ 体験を重視した環境教育の充実による行動変容の促進 

森・里・川・海のつながりや環境問題に関する理解を深め、自然と積極的に関

わる姿勢や環境保全意識の醸成を図るため、農林水産業関連団体や環境保全団体

等と連携して体験プログラムを提供し、地域資源への理解を促進するとともに、

自ら考え、行動する人材を育成します。 

 

２ 多様な主体の適切な役割分担と連携確保 

（１）団体間での情報共有や情報発信の推進 

国、県、市町村、河川等管理者、事業者、民間団体及び学校・研究機関等による連

携体制を確保し、相互の情報共有や関係者が一体となった情報発信を推進します。 

また、各主体が効果的に取組を進めるため、優良事例の横展開を図り、各主体が抱

える課題や実施されている取組を共有する場を設け、県内の各主体間や地域間で情報

交換の機会を確保します。 

 

（２）下流県を含む流域での連携の推進 

本県から飛散流出した散乱ごみ等が、下流県の伊勢湾（愛知県、三重県）・富山湾（富

山県）等の海岸に漂着するなど様々な影響を及ぼしていることを踏まえ、下流県との

広域的な相互連携を図ってまいります。 

令和６年３月に本県、愛知県、三重県が共同して「伊勢湾流域圏海洋ごみ対策推進

広域計画」（以下「広域計画」という。）を策定しました。 

広域計画は、伊勢湾流域全域を重点的に推進する区域と定め、伊勢湾流域圏の三県

連携 

㉒ 事業者・事業者団体による環境教育の取組 

各地域の漁業協同組合では、アユ種苗の放流時期に小学生や保育園児とともに稚

魚放流を実施しています。こうした体験により、川をはじめとした自然環境を子ど

もたちに身近に感じてもらうとともに、川と海のつながりについて体感してもらう

機会となっています。 

また岐阜県漁業協同組合連合会においてもアマゴの

里親教室を開催しています。里親教室では県内の希望

小学校へ毎年 11月下旬にアマゴ卵 200粒を配付し、翌

年の春にふ化したアマゴを河川放流してもらうこと

で、川の生き物を通じた環境教育につながっています。 

コラム  
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が連携協力することで、各県単独では実施することが困難な流域圏での広域的な海洋

ごみの発生抑制対策を推進することとしています。 

また、下流県の漂着ごみ等の実態について把握し、県内での海洋ごみに関する環境

教育・普及啓発につなげるとともに、本県での清掃活動や重点モデル区域における河

川ごみの実態を下流県に情報提供し、連携した発生抑制対策を検討するほか、下流県

海岸での清掃活動について情報発信を行うなど流域圏で一体となった取組を推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 海洋ごみ対策に関する状況把握（モニタリング） 

本計画の実施による効果を確認するため、県内の散乱ごみ等の発生状況や清掃活動の実

施状況等について定期的な把握を行います。  

レジャー系 生活系・不法投棄系 プラごみ 

㉓ 富山県と連携した清掃活動 

令和４年７月に開催された岐阜県・富山県知事懇談会

の合意事項を踏まえ、県では、富山湾へ注ぐ河川の上流

域にあたる高山市において、「飛騨高山クリーン作戦」を

共催しています。 

また、富山県においても県民運動「みんなできれいに

せんまいけ大作戦」を展開するとともに、連携の一環と

して、同日に富山湾周辺における清掃活動が実施されて

います。 

コラム  
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Ⅴ 対策を重点的・モデル的に推進する区域及びその内容 

県内では、全県的な生活系ごみ・不法投棄系ごみ等の散乱防止に加え、河川等及びその

周辺での社会的利用に伴う散乱ごみの発生抑制が課題となっています。また、アウトドア

需要が高まっており、今後も河川等及びその周辺における社会的利用の需要は高まると見

込まれます。 

そこで、県内の河川等及びその周辺で社会的利用があり、地域の高い環境意識のもと、

関係者が連携して散乱ごみ対策に取り組み、モデル的な取組として他地域への波及効果が

見込まれるエリアを「重点モデル区域」に設定し、期間を定めたうえで重点的・モデル的

な対策を推進します。 

また、重点モデル区域では他地域の模範となる取組を示すことにより、県内他地域での

将来的な海洋ごみ対策として効果的・効率的な展開につなげます。 

 

１ 対策を重点的・モデル的に推進する区域 

（１）重点モデル区域設定の考え方 

以下①～③のいずれかを満たす区域において、有識者、関係自治体、管理者、関係機

関及び関係団体等の意見を総合的に勘案し設定します。 

① 河川等及びその周辺での社会的利用が現に進んでおり、ごみの散乱を防止する 

ための対策を積極的に推進する区域 

② 河川等及びその周辺での社会的利用拡大が見込まれ、ごみの散乱を未然防止 

するための対策を積極的に推進する区域 

③ その他、海洋ごみ対策のため特に対策が必要であると県が認める区域 

 

＜モデル性＞ 

自然と人が共生するエリアとして関係者が連携して重点的・モデル的な取組を行い、

県内他地域への波及効果が見込まれる対策を講じることとします。 

 

＜重点モデル区域における目標の考え方＞ 

 本計画では、海洋ごみ対策を通じて地域の環境保全が図られるとともに、地域資源 

として活用されることを期待し目標設定を行うこととします。 

  

重点モデル区域 
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（２）重点モデル区域の設定 

① 重点モデル区域の設定結果 

重点モデル区域設定の考え方に基づき、重点モデル区域を表５のとおり設定しま

した。 

表 ５ 重点モデル区域一覧 

 

なお、県内の河川等及びその周辺における社会的利用が見込まれる区域での海洋

ごみ対策を強化するため、本計画策定後も新たな区域の設定に向け市町村等と継続

的に連携を図ることととし、区域の追加については協議会で検討の上、決定します。 

 

 市町村名 区域名称 住所（代表地点） 
延長（km） 
（範囲（㎢）） 

設定の 
考え方 

岐阜圏域  

ア 岐阜市 長良川流域 
岐阜市長良 千鳥橋付近 
～岐阜市忠節町 忠節橋付近 

延長 
7.8km 

①及び② 

西濃圏域  

イ 海津市 

中江川流域 海津市海津町 
延長 
5.4km 

①及び② 

大江川（西大江川） 
流域 

海津市平田町土倉 
～海津市海津町内記 

延長 
6.2km 

①及び② 

東大江川流域 
海津市大和田 
～海津市内記 

延長 
5.4km 

①及び② 

大江川流域 
海津市海津町内記～ 
海津市海津町福江 

延長 
3.8km 

①及び② 

ウ 垂井町 相川河川敷広場 
垂井町表佐字圦之宮 4671 
ほか 

延長 
3.2km 

①及び② 

エ 輪之内町 
下大榑、海松新田地
内等 

輪之内町下大榑、 
海松新田地内 

延長 
8.2km 

①及び② 

中濃圏域  

オ 美濃市 
板取川流域 美濃市長瀬 長瀬橋上流 

延長 
0.15km 

①及び② 

長良川流域 美濃市前野 美濃橋下流 
延長 

0.54km 
①及び② 

カ 可児市 
可児川ふるさと川公
園付近 

可児市中恵土 子守大橋付近
～可児市広見 蛍橋付近 

延長 
0.82km 

①及び② 

キ 郡上市 

長良川 
北部エリア 

郡上市白鳥町 
あゆパーク付近 

範囲 
4.3 ㎢ 

①及び② 

長良川 
南部エリア 

郡上市美並町 
延長 
9.5km 

①及び② 

東濃圏域  

ク 瑞浪市 土岐川堤防 瑞浪市寺河戸町他 
延長 
8.0km 

①及び② 

飛騨圏域  

ケ 高山市 古い町並周辺 
高山市川原町 中橋付近 
～高山市大新町 連合橋付近 

延長 
1.3km 

①及び② 

コ 飛騨市 宮川流域 
飛騨市宮川町打保～ 
飛騨市宮川町小豆沢地内 

延長 
5km 

①及び② 
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図 １５ 重点モデル区域全体位置図 

①  重点モデル区域の期間 

当該市町を重点モデル区域として設定した年度から令和 12 年度（2030 年度）末ま

でとします。 

  

コ 飛騨市宮川流域 

ケ 高山市古い町並周辺 

ク 瑞浪市土岐川堤防 

キ 郡上市長良川北部エリア及び

南部エリア 

カ 可児市可児川ふるさと川公園付近 

エ 輪之内町下大榑、海松新田地内等 

ウ 垂井町相川河川敷広場 

イ 海津市中江川、西大江川、

東大江川、大江川流域 

ア 岐阜市長良川流域 

オ 美濃市板取川流域 
及び長良川流域 

  



47 

 

２ 重点モデル区域における対策 

（１）各重点モデル区域の地域特性に応じた対策 

ア 岐阜市長良川流域 

図 １６ 重点モデル区域 ア 岐阜市長良川流域 

（岐阜市長良 千鳥橋付近～岐阜市忠節町 忠節橋付近 延長 7.8km） 

【重点モデル区域の概要】 

本区域は、金華山や、川原町など古い町並を含むエリアで、長良川の鵜飼や夏の花

火大会が開催されるなど、本県を代表する観光地として、国内外から多くの観光客が

訪れています。また、令和７年（2025年）には岐阜公園に「現代の楽市楽座」とし

て「岐阜城楽市」がオープンし、にぎわいを見せています。 

また、河川敷には、遊歩道、運動グランド、スケートボードエリアなどが整備され

ており、レジャー利用者も多くみられます。 

県内外の人々に親しまれ、生活に身近な長良川は、「岐阜市環境基本計画」におい

て、生物多様性が特に豊かな地区として「環境重点地区」に位置付けられています。 

【これまでの取組】 

 川と海のクリーン大作戦 長良川一斉清掃や 24時間テレビ・長良川清掃プロジェク

トが行われたほか、長良川流域の散乱ごみの状況について、自動車及びスマホのデジ

タル技術を活用したタカノメ調査が実施されました。 

【目標】 

市中心部を流れる清流長良川とその周辺地域のポイ捨てごみの解消とともに、長良

川の環境保全と長良川を守り続ける市民意識の向上を目指します。 
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【取組の方向性】 

本区域の環境保全のため、巡視のほか、民間事業者、自治会連合会等による清掃活

動、河川利用者への啓発活動、水質調査といった対策を講じています。 

こうした対策を継続し、次世代へとつなげていくため、主体的に清掃活動取り組む

団体や個人の拡大・育成を推進するほか、河川利用者に対する継続した啓発活動、市

民に向けた環境学習等を推進します。 

 

イ 海津市中江川流域 

図 １７ 重点モデル区域 イ 海津市中江川、大江川、東大江川 

（海津市海津町 延長 20.8km） 

【重点モデル区域の概要】 

本区域は、一級河川揖斐川に通ずる大江川・東大江川・中江川の下流域沿川であり、

堤防の幅が広くなっていることから、地域住民のウォーキングやサイクリングの他、

市内外と問わず釣り人達が訪れる憩いの場となっています。 

風光明媚でのどかな田園地帯であり、四季折々の自然を楽しむことができることか
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ら、特に、春季は桜を目当てとする花見客が多数訪れる場所となっています。 

【これまでの取組】 

通年で実施する現地確認及び回収作業を基本としながら、一般市民による「環境パ

トロール員」や「環境パトロールボランティア」のほか、「海津市環境情報 110番」フ

ォームによる不法投棄等の通報を受けて現地対応及び処理を実施しています。 

また、市内全域で、１０月に市民による一斉美化運動を実施しており、１０月には、

建設部門を中心とした「伊勢湾森・川・海のクリーンアップ大作戦」への協力や、年

１回、「アングラー河川清掃 in大江川・中江川」を開催しました。 

【目標】 

市民や観光客がルールやマナーを守って散乱ごみの抑制が実現され、地域住民の憩

いの場を保全・維持します。 

【取組の方向性】 

本区域内では、ペットボトルや煙草の吸い殻、ビニール類、家庭用品など様々な種

類のごみが捨てられることがあり、水路に流出するものもあります。また、河川利用

者によるポイ捨てゴミも見られます。 

他方で、市の人口減少により清掃活動に参加できる市民の減少及び高齢化が顕著に

なっており、最近は、他地域からの不法投棄が発生しています。市職員の人員不足も

相まって対応に支障が出ています。 

継続した巡回やごみ拾いの他、散乱ごみ対策を継続すると共に、地域住民に対する

啓発はもとより、特に観光客、釣り人などに対する海洋ごみ発生抑制に係る啓発を推

進します。 
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ウ 垂井町相川河川敷広場 

図 １８ 重点モデル区域 ウ 垂井町相川河川敷広場 

（垂井町表佐字圦之宮 4671ほか 延長 3.2km） 

 

【重点モデル区域の概要】 

本区域では河川敷整備が行われ、「相川水辺公園」として多くの方に親しまれていま

す。毎年春には「相川鯉のぼり一斉遊泳」が行われ、多くの観光客が訪れるだけでな

く、散歩やジョギングをする方やピクニックなどを楽しむ家族連れ、バスケットボー

ルやスケートボードを楽しむ若者など様々な年代の方が集い、河川空間を楽しむ光景

がみられます。 

 【これまでの取組】 

   揖斐川流域クリーン大作戦や川と海のクリーン大作戦等の清掃活動を実施したほか、

町民向けの海洋ごみの学習・体験イベントとして、貝殻を使った工作や海洋ごみの現

状に関する講演等の海洋プラスチックごみ削減に係る啓発事業を実施しました。 

【目標】 

誰もが気持ちよく利用できる河川空間とするため、散乱ごみのない快適な環境づく

りを目指します。 

【取組の方向性】 

本区域は身近な憩いの場として利用されていることから、レジャーごみなどが散見

され、町職員等による定期的な清掃活動等によるごみ回収や移動式カメラ設置などの
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対策を講じています。 

身近な憩いの場として、今後も地域に愛される広場となるよう、利用の促進を図り

ながら、地域住民や公園利用者と連携し、環境教育的視点を入れた清掃活動や環境学

習イベントの実施など発生抑制対策を中心とした取組を推進します。 

 

エ 輪之内町下大榑、海松新田地内 

図 １９ 重点モデル区域 エ 輪之内町下大榑、海松新田地内 

（輪之内町下大榑、海松新田地内 8.2km） 

【重点モデル区域の概要】 

本区域内にある大榑川は、輪之内町と海津市の境をなしており、町内の河川のすべ

てが注ぎ込む河川です。 

大榑川及び沿川は河川や水生生物など子どもたちの環境学習の場や釣りなどで利用

されるほか、春には海津市側堤防にある桜並木を見に来る来町者も多い場所です。 

【これまでの取組】 

  年２回の清掃活動として大榑川を美しくする町民参加大会が実施されたほか、活用

ごみを活用した貝殻のランプシェードを作製する子ども向けワークショップや、「輪之

内町ふれあいフェスタ」において水環境に関する学習イベントが実施されました。 

【目標】 



52 

 

河川等その周辺での散乱ごみ抑制対策を推進し、誰もが気持ちよく利用できる河川

環境を保全、維持します。 

【取組の方向性】 

本区域では、シルバー人材センターに委託して河川を含む町内の巡回及び清掃活動

を実施するとともに、地域団体が町民や町内企業と共に清掃活動を実施していますが、

釣りやレジャーのごみや、沿川から流れてきたと考えられる生活ごみが散見され、現

状の清掃活動だけでは対応できていない部分があることから、継続的に巡回、清掃活

動を実施するとともに、環境学習イベントによる地域住民や河川利用者への海洋ごみ

発生抑制の啓発を推進します。 

 

オ－① 美濃市板取川流域 

図 ２０ 重点モデル区域 オ－① 美濃市板取川流域 

（美濃市長瀬 長瀬橋上流 0.15km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長瀬橋 
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オ－② 美濃市長良川流域 

図 ２１ 重点モデル区域 オ－② 美濃市長良川流域 

（美濃市前野 美濃橋下流 0.54km） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点モデル区域概要】 

本区域には、バーベキューや川遊びを目的に、近県から在留外国人を中心に多くの

観光客が集まっています。 

区域内を流れる長良川は、支流である板取川を含め、世界農業遺産「清流長良川の

鮎」の認定を受けています。 

【これまでの取組】 

  地元の市民団体やシルバー人材センターによる定期的な河川ごみの清掃活動が実施

されているだけでなく、「清流クリーンプロジェクト」として、主に外国人観光客を対

象として、ドローンを活用した多言語での啓発活動を実施しました。 

【目標】 

観光客のマナー向上を通じて、ごみを持ち帰ることが当たり前かつ近隣住民の平穏

な生活が保たれる区域を目指し、河川の環境保全を図ります。 

【取組の方向性】 

美濃市では、地元の市民団体や地域おこし協力隊による清掃活動のほか、同協力隊

とドローンを活用した多言語での啓発活動に取り組む一方、マナーの悪い観光客によ

るゴミの放置、違法駐車、騒音、煙等によって、近隣住民の平穏な生活が妨げられる

美濃橋 
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とともに、河川の環境が悪化しています。  

継続的に、清掃活動、啓発活動を実施するとともに、特に観光客に対する啓発活動

の強化を図ります。 

 

オ 可児市可児川ふるさと川公園付近 

図 ２２ 重点モデル区域 カ 可児市可児川ふるさと川公園付近 

（可児市中恵土 子守大橋付近～可児市広見 蛍橋付近 0.82km） 

【重点モデル区域の概要】 

本区域は、木曽川に合流する一級河川可児川に面し、「ふるさと川公園」として整備

されており、公園を訪れたり、ウォーキングをする利用者が多い地域です。 

ボランティア団体による清掃活動が定期的に行われていますが、散乱ごみが減少し

ていません。 

 【これまでの取組】 

   可児モラロジー事務所による清掃活動が実施されているほか、海洋ごみとなるポイ

捨て、放置ごみの発生抑制対策として、不法投棄禁止を呼び掛ける啓発看板を設置す

ることで河川公園利用者へ啓発を実施しました。 

【目標】 

公園やウォーキングでの利用者が、気持ちよく散策し、公園や河川を楽しむことが
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できる場所として、ポイ捨て、放置ごみを無くし、河川等その周辺での散乱ごみを抑

制します。 

【取組の方向性】 

月１回のボランティア団体による清掃活動や、８月には環境教育の一環でカワゲラ

ウォッチングによる水質調査を実施しているものの、散乱ごみの発生抑制に結びつい

ていないことから、公園利用者への啓発を実施するとともに、継続してボランティア

による清掃活動を推進します。また、海洋プラスチックごみの削減や脱炭素社会に資

するため、プラスチックごみの分別の啓発を実施します。 

 

カ－① 郡上市長良川北部エリア 

図 ２３ 重点モデル区域 キ－① 郡上市長良川北部エリア 

（郡上市白鳥町 あゆパーク付近 範囲 4.3㎢） 
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カ－② 郡上市長良川南部エリア 

図 ２４ 重点モデル区域 キ－② 郡上市長良川南部エリア 

（郡上市美並町 延長 9.5km） 

【重点モデル区域の概要】 

本区域内を流れる長良川流域はアユ釣り及びラフティングの名所として、主に夏場

に賑わいを見せるエリアとなっている一方で、散乱ごみが多く発生しています。 

北部エリアのアユパーク付近は、アユ釣りや川辺での親水地として賑わいがあり、

南部エリアの美並町付近は、アユ釣りやラフティングをはじめとしたアウトドアスポ

ーツが盛んです。 

また、令和４年（2022年）には「郡上市プラスチックごみゼロ宣言」を表明するな

ど、市内のプラスチックごみの削減に関する取組を行うこととしています。 

【これまでの取組】 

  郡上市互助会河川一斉清掃として、自治体職員、建設業協会、漁業協同組合及びラ

フティング事業者と共同で河川清掃を実施するほか、「長良川上流域河川ごみ実態調査」

として、郡上市域から流出する河川ごみの実態を把握するため、市内における長良川

の上流・中流・下流域のヤナ場においてごみを回収し、河川を浮遊するごみの実態を

調査しました。 

  また、市民や観光客に対して「長良川清掃ラフティング事業」を実施し、ラフティ
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ングを活用し、参加者に河川内のごみを直接拾ってもらうことで、ごみ拾いについて

の意識づけや、海洋ごみ問題についての啓発活動を実施しました。 

【目標】 

海洋ごみ発生抑制に係る啓発活動の強化に取り組み、世界農業遺産にも指定されて

いる「清流長良川の鮎」を育む長良川の価値を高めつつ、散乱ごみなどのないエリア

を保全・維持します。 

【取組の方向性】 

長良川は春先から秋にかけて多くの釣り客やレジャー客が訪れるため、レジ袋や食

品の包装ごみをはじめとした多くの散乱ごみが発生しています。散乱ごみは、南部エ

リアの淵に溜まり、やがて海に流れています。「郡上もったいないプロジェクト」にお

ける「まんぷくぷく手帳」を活用したごみ拾いの推進といった、排出者足りえる人々

が自ら楽しみながらごみを拾うようなイベントを企画することで、単にごみを拾う、

また単に啓発をするよりも効果的な排出抑制となることを狙います。 

川辺に近づきやすい北部エリアについてはアユパークとの連携による「スポーツご

み拾い」を、川が深く淵などにごみが溜まりやすい南部エリアにおいては長良川ラフ

ティング組合との連携による「清掃ラフティング」を通して地元住民や観光客が楽し

みながらごみの除去を行うことができるようなイベントを企画・実行します。 

また、南部エリアの『清掃ラフティング』の実施については、長良川ラフティング

組合だけでなく現在 SDGｓ指定校である郡南中学校の生徒に関わってもらい、SDGs の

実践を通した環境教育の機会とすることも併せて計画します。 
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キ 瑞浪市土岐川堤防 

図 ２５ 重点モデル区域 ク 瑞浪市土岐川堤防 

（瑞浪市寺河戸町他 8.0km） 

【重点モデル区域概要】 

本区域内にある土岐川は、市内を東西に流れ、下流域では庄内川と呼ばれています。 

土岐小学校付近の土岐川の水辺では水辺の楽校があり、ここでは、水生生物など子

どもたちの環境学習の場として利用されています。土岐市との境界付近（明世地区）

の土岐川沿いの水辺には、化石博物館の野外学習地があり、貝や植物など多くの化石

が採れることから、地質や環境学習のために市内外から多くの方が訪れます。 

【これまでの取組】 

  市民や事業者等が参加する土岐川河川清掃が実施されたほか、令和６年（2024 年）

には「市制 70周年記念事業 環境フェアみずなみ 2024」において、三重県と連携した

海洋ごみについての講演会や海洋ごみを利用したアクセサリー作り、ペットボトルの

本体、キャップ、ラベルが水に浮くかどうかを実験するサイエンスショーを行い、海

洋ごみについての啓発を来場者に実施しました。 

【目標】 
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市中心部を流れる土岐川とその周辺地域のポイ捨てゴミを解消することで、それに

伴い下流域にゴミが流れていくことが解消され、海洋ゴミの解消にもつなげていくこ

とを目指します。 

【取組の方向性】 

ポイ捨て禁止看板の設置、ボランティアによる環境美化活動、環境美化監視員によ

るパトロール、市職員による不法投棄の回収など環境保全に努めます。 

毎年、６月第１日曜日には、環境月間にあわせ、土岐川河川清掃を実施し、地元住

民、事業者、学生など３，０００名以上が参加します。 

また、毎年秋に環境フェアの実施や毎年２回（夏季、冬季）市内河川２３地点にお

いて水質調査を実施しています。 

このような活動を継続することが、海洋ゴミ発生抑制につながることを地元住民、

河川利用者等へ啓発していきます。 

 

ク 高山市古い町並み付近 

図 ２５ 重点モデル区域 ク 高山市古い町並み付近 

（高山市川原町 中橋付近～高山市大新町 連合橋付近 1.3km） 

【重点モデル区域概要】 

本区域は古い町並や宮川朝市の沿川を含むエリアで、本県を代表する観光地として

国内外から年間 400 万人を超える多くの観光客が訪れる地域です。江戸時代の面影を

残す町並は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、環境美化、環境整
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備を行うことが必要です。 

【これまでの取組】 

  例年、市の清掃活動として「飛騨高山クリーン大作戦」が実施されているほか、各

地で市民団体による定期的な清掃活動が実施されています。 

観光客に対するポイ捨て等及び路上喫煙禁止啓発事業としてリーフレット作成・配

布や路上喫煙禁止啓発パトロールが実施されました。 

また、小学生と保護者を対象にカワゲラウォッチングによる水生生物調査に併せて

海洋ごみに関する講義が実施されました。 

【目標】 

観光資源である町並や宮川朝市の区域を、ごみのない快適なエリアとして保全・維

持し、河川等その周辺での散乱ごみ対策を推進します。 

【取組の方向性】 

本区域には年間を通じて多くの観光客等が訪れることから、ペットボトルやタバコ

の吸い殻などが水路に流出しており、地域住民や市職員等による清掃活動、ごみの回

収を通じて散乱ごみの対策を講じています。 

観光客の増加など社会的利用が拡大する中にあっても、地域資源である町並や宮川

を保全できるよう、特に国内外からの観光に起因する散乱ごみの発生抑制対策を中心

に取組を推進します。 
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ケ 飛騨市宮川流域 

図 ２６ 重点モデル区域 ケ 飛騨市宮川流域 

（飛騨市宮川町打保～飛騨市宮川町小豆沢地内 延長 5km） 

【重点モデル区域の概要】 

本区域は宮川沿い５kmにわたるエリアで、特に漁業の盛んな場所であり、多くの漁業

者が関わっています。 

宮川を流れる水は、飛騨市の森林の約７０％を占める広葉樹の落葉が腐葉土になった

土を通って川に流れ込んでいます。ミネラル豊富できれいな水に育まれた栄養価の高い

藻を食べて成長する宮川の鮎は多くの釣り人を魅了し、「飛騨清流みやがわ鮎釣り大会」

が開催されるなど、市内外を問わず他の地域からも多くの釣り客が訪れます。 

【これまでの取組】 

 宮川河川敷において、県内外からのボランティアと漁業協同組合と共同で海洋プラス

チックごみ対策として河川清掃が実施されました。清掃活動の参加者に対して河川の散

乱ごみが海洋ごみにつながることなど、海洋ごみに関する理解促進を図る啓発を実施し

ました。 

【目標】 

釣り、漁業などが盛んに行われ、観光資源でもある宮川及び周辺地域の散乱ごみ対策

を行い、海洋ごみの発生抑制を図ります。 

【取組の方向性】 
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本区域は宮川の下流に位置しており、上流からの散乱ごみなどが流入しています。川

沿いには国道 360号を有し、ポイ捨てによる散乱ごみが発生しています。 

漁協組合員や地域住民によるごみ拾い、市のパトロールによるごみの回収を通じて散

乱ごみ等の発生抑制対策を講じています。 

鮎などの漁業の盛んな場所であり、観光資源でもある宮川とその周辺地域の散乱ごみ

対策を実施し、地域住民や地域外の釣り客に対する啓発など海洋ごみ発生抑制対策を推

進します。 
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（２）重点モデル区域間で連携して実施する対策 

○ 意見交換会の開催 

各重点モデル区域間で取組状況や課題について共有し、より効果的な対策につな

げるため意見交換を実施します。 

また各重点モデル区域での取組状況及び課題について協議会に報告し取組の改善

等を図ります。 

○ 共同キャンペーンの実施 

海ごみゼロウィーク33などの取組にあわせ、海洋ごみの発生抑制や流出対策、環境

教育等に係る普及啓発等の共同キャンペーンを実施します。 

○ 環境に配慮した具体的行動を促進するための仕組みの検討 

ボランティア団体等に属さない一個人であっても、海洋ごみ対策として清掃活動

をはじめとする環境に配慮した具体的行動を実践しやすい環境を整備するため、モ

デル的な仕組みづくりについて地域の実情に応じた検討を行います。 

 

（３）重点モデル区域における役割分担と連携確保 

各主体による役割分担のもと、地域の実情に応じた対策を関係者間で具体化し、本計

画に基づき取り組みます。 

また各主体相互の情報交換等により効果的な対策の推進を図ります。 

 

表 ６ 重点モデル区域における役割分担 

主体 役割 

市町村 事業実施・協力、連携会議事務局（企画調整含む） 

地域住民 

関係団体 
事業実施・協力、連携会議への参画 

県 

モニタリングの企画・調整 

協議会との調整 

国、他県及び他市町村との調整 

連携会議オブザーバー 

 

 
33
 ５月 30 日（ごみゼロの日／1975 年から続く民間団体の活動（530 運動）が起源）から６月５日（環境の

日／環境基本法第 10 条に制定）を経て６月８日（世界海洋デー／2008 年、国際連合総会にて制定）前後の

期間を「春の海ごみゼロウィーク」、９月 18 日（World Cleanup Day／2008 年エストニアでの清掃活動が起

源）から９月 26 日までの期間を「秋の海ごみゼロウィーク」として開催される、環境省と日本財団との海

洋ごみ対策共同プロジェクトである全国一斉清掃キャンペーン。 

連携 レジャー系 

連携 
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（４）重点モデル区域における海洋ごみ対策に関する状況把握（モニタリング） 

○ 区域内の散乱ごみや清掃活動等の状況把握 

本計画の実施による効果を確認するため、区域内において散乱ごみ等の種類や発

生状況、清掃活動等の実施状況等について定期的な実態把握を行います。把握にあ

たっては、各主体が相互協力し実施することとします。 

○ 地域住民及び利用者に対する意識調査の実施 

本計画の実施による効果を把握するため、地域住民及び区域内利用者の意識につ

いて定期的に把握を行います。把握にあたっては、各主体が相互協力し実施するこ

ととします。 

 

  

レジャー系 
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Ⅵ 対策の実施に当たって配慮すべき事項 

１ 災害等の緊急時における対応 

災害等により河川等に大量のごみが流出した場合や危険物の流出が見られる場合は、関

係機関等が連携して適切に対応します。 

 

２ 地域住民及び関係団体等の参画と情報提供 

県及び市町村は、本計画に基づく対策の実施にあたって、地域住民及び関係団体等の自

発的な参画を促すため、インターネット等を活用し積極的な情報提供を行い、多様な主体

による連携の推進に努めます。 

 

３ 本計画に関連する調査等の検討 

（１）新たな課題への対応 

本計画に基づく対策の推進にあたって、さらに課題が明らかになったものについて

は、新たな調査事項や手法等を検討します。 

 

（２）マイクロプラスチックに関する調査等の検討 

マイクロプラスチックについては、その発生状況や分布実態、生態系や人の健康への

影響について、国の実態把握等を踏まえ必要な対策を検討します。 

 

４ 伊勢湾流域圏における広域連携による海洋ごみ対策 

（１）調査・研究による実態把握 

広域計画策定に伴い、本県、愛知県、三重県の三県は実態調査の実施にあたっては、

調査手法やデータの集計・表示方法の統一化し、調査結果を比較できるようにします。 

 

（２）発生抑制対策の推進 

広域的な普及啓発のため、流域圏のさまざまな場所で行われている清掃活動の情報

（清掃活動の参加者数、回収したごみの量や内訳等）を取りまとめ、清掃活動の様子や

結果を発信することとしています。また、三県の県民を対象とした交流会を開催し、県

境を越えて広域的に連携する体制の構築に努めることとしています。 
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Ⅶ 計画の推進 

１ 推進体制の整備 

○ 有識者、住民及び民間団体の代表並びに行政機関等で構成する協議会において各主

体が連携することにより、本計画に基づく対策を推進します。 

○ 対策の具体的推進方策を検討し、対策を総合的かつ計画的に推進するため、部局横

断による岐阜県海岸漂着物等対策推進庁内連絡会議において連携を図ります。 

○ 重点モデル区域においては、地域ごとの課題を解決するため各地域における連携会

議において対策を検討し、協働して施策の展開を図ります。 

 

２ 計画の進行管理 

本計画の期間は、令和４年度（2022年度）から令和 12年度（2030年度）までの９年間

とし、始期から４年後の令和７年度（2025年度）に見直しを行いました。 

なお、地域の状況の変化や施策の実施状況等に応じて計画を変更する必要があると認め

る場合は、速やかに協議会で検討の上、計画の変更を行います。 
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３ 計画の進捗管理 

計画の着実な推進を図るため、県は協議会に対し、海洋ごみ対策に関する状況及び全県

的な推進施策に関する状況等を報告し、県と協議会が連携協力して施策の見直しや改善に

取り組みます。 

また、本県での施策に反映するため、下流県における漂着ごみの状況等の把握に努めま

す。 

（１）本県における取組状況の指標 

① 海洋ごみ対策に関する指標 

陸域で発生した散乱ごみ等が河川等を介して海洋流出しないよう、県内全域及び重

点モデル区域において、散乱ごみの量や種類の把握、清掃活動の実施件数や参加人数、

海洋ごみに関する認知度などの意識調査を実施し、表７の４項目を指標として、本県

における海洋ごみ対策の進捗状況を把握します。 

 

表 ７ 海洋ごみ対策に関する指標 

指標 県内全域 重点モデル区域 

散乱ごみの状況 

令和７年度（2025 年度）末まで
に県内全域の散乱ごみの散乱
状況を調査 区域内で散乱ごみの量及び種

類を調査（年１回） 令和 12年度（2030 年度）末ま
でに県内全域の散乱ごみの量
及び種類を調査 

清掃活動の状況 

・環境美化活動の実施件数と
参加人数を調査（毎年度） 
・見える化ページに登録され
た清掃活動の参加人数及び回
収個数を調査（毎年度） 

区域内で実施された環境美化

活動の実施件数と参加人数を

調査（毎年度） 

地域住民に対する 
意識調査 

県民に対し海洋ごみの発生源
に関する認知度調査を実施 
（３年度毎にモニター実施） 

当該市町村の住民に対し意識
調査を実施 

利用者に対する意識調査 － 
区域内利用者に対し意識調査
を実施 
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② その他全県的な推進施策に関する指標 

海洋ごみの発生源となる散乱ごみ等の発生抑制及び流出対策に関する全県的な推   

進施策のうち、他の計画において数値目標に位置付けられている表８の９項目を指標

として、海洋ごみ対策の進捗状況の参考とします。 

 

表 ８ その他全県的な推進施策に関する指標 

指標 
現況値 

（令和６年度） 
目標値 関連する計画等の名称 

１人１日当たり生活系 
ごみ排出量 

622g/人/日 
(令和５年度) 

629g/人/日 
(令和７年度) 
595g/人/日 
(令和 12年度) 

第６次岐阜県環境基本計画 
第３次岐阜県廃棄物処理計画 

岐阜県プラスチック・スマート事業所
「ぎふプラスマ！」登録事業所数 

（旧「ぎふプラごみ削減モデルショップ」制度） 
1,537事業所 検討中 

第６次岐阜県環境基本計画 
第３次岐阜県廃棄物処理計画 

可燃ごみ指定袋等への 
バイオマスプラスチックの 
導入市町村数 

－ 
42 市町村 
(令和 12年度) 

第３次岐阜県廃棄物処理計画 

プラスチック容器包装の分別
を実施している市町村数 

39市町村 
42 市町村 
(令和 12年度) 

第３次岐阜県廃棄物処理計画 

ぎふ清流ＧＡＰ実践率 
検討中 

－ 
35% 
(令和７年度) 

「清流の国ぎふ」創生総合戦略 
ぎふ農業・農村基本計画 
（令和３～７年度） 

災害廃棄物処理図上演習への
市町村担当者の参加者延べ人数 

180人 
290人 
(令和 11年度) 

第３次岐阜県廃棄物処理計画 
第２期岐阜県強靭化計画 

新たな活動を実践する「清流長
良川の鮎」プレーヤーズ数 

4団体 
10 団体 
(毎年) 

第３期世界農業遺産保全計画 

環境学習ポータルサイト 
閲覧回数 
検討中 

－ 
20万回【累計】 
(令和７年度) 

第６次岐阜県環境基本計画 

清流長良川あゆパークにおけ
る体験プログラム参加者数 

48,688人 
100,000人 
（累計） 

「清流の国ぎふ」創生総合戦略 
第３期世界農業遺産保全計画 

 

  

関連する計画から指標を抽出し掲載しているため、改訂後の計画に基づき置き換え 
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（２）下流県における漂着ごみの状況把握に関する指標 

本県での施策に反映するため、下流県における漂着ごみの状況について把握に努め

ます。 

 

表 ９ 海岸漂着物等地域対策推進事業による漂着ごみの回収量 

県 

現況値（令和５年度） 

回収総量（トン） 人工物の回収量（トン） 

愛知県 413.3 94.3 

三重県 596.3 43.3 

富山県 543.1 82.6 

福井県 757.9 510.3 

 

出典：令和６年度 海洋ごみの実態把握及び生物影響把握等に関する総合検討業務報告書 

（環境省）から作成 
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 参考資料 

１ 県内河川ごみ実態調査結果（概要） 

（１）目的 

令和２年（2020年）及び令和６年（2024年）に、本県の主な水系である木曽川水系、

庄内川水系、神通川水系を対象とした全 82 地点における河川ごみの存在量及びごみの

分類を明らかにし、河川ごみの発生対策に必要な基礎情報を得ることを目的として河

川ごみ実態調査を行いました。 

 

（２）調査時期 

 令和２年（2020 年）事前踏査 ８月 12 日（水）～８月 15日（土） 

現地調査 ９月２日（水）～９月 15日（火） 

令和６年（2024 年）事前踏査 ７月２日（火） 

現地調査 ７月２日（火）～７月 28日（日） 

 

（３）調査地域・地点 

調査対象河川及び調査地点数を表１－１に示します。 

 

表１－１ 調査対象河川及び調査地点数 

水系 対象河川 調査地点数 

木曽川水系 長良川下流 40 

長良川上流 10 

水門川 5 

板取川 2 

天王川 5 

庄内川水系 土岐川及び支流 10 

神通川水系 宮川・高原川及び各支流 10 

合計 82 
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（４）調査方法 

① 実施フロー 

各調査地点において、散乱ごみの分布状況が平均的な河川流れ方向 10ｍの範囲を代

表地点として選定し、その範囲の散乱ごみの量を推計しました。また、踏査時に不法

投棄ごみや散乱ごみが集積した地点を見つけた場合、散乱ごみとは別にごみの種類と

量を計測しました。 

 

図１－１ 河川ごみ実態調査の実施フロー 

 

 

② 河川ごみ存在量の推計 

目視カウント法により、代表地点のごみ袋数（一袋の容量：20L）を目視で推計しま

した。 

 

出典：河川ゴミ調査マニュアル（平成 24年３月 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課） 

から抜粋 



72 

 

推計されたごみ袋量の数量に応じて、調査範囲のランク付けを行いました。 

 

表１－２ ごみ袋数とランクの対応表 

 

出典：河川ゴミ調査マニュアル（平成 24年３月 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課） 

から抜粋 

③ ごみの発生源の分類 

確認されたごみについて以下の表のとおり分類しました。 

 

表１－３ ごみの分類 

分類 代表例 

散乱ごみ 

 
・生活系ごみ ペットボトル、ビニール袋、空き缶など 

・農業系ごみ 肥料袋、マルチングフィルム、ビニールシートなど 

・漁業系ごみ 釣り糸、漁網、ウキなど 

・レジャー特有ごみ 花火、バーベキューグッズなど 

不法投棄系ごみ 

 
・産業ごみ・建築廃材 タイヤ、金属くず、一斗缶など 

・粗大ごみ 家具、家電など 
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（５）調査結果 

① ごみマップ 

令和２年（2020年）、令和６年（2024年）ともに、木曽川水系では、一部の地点で

ごみランクが３以上（20L ごみ袋が１袋以上）のごみ量の多い調査地点が確認されま

したが、庄内川水系及び神通川水系は、比較的ごみ量が少ないことが確認されました。 

 

図１－２ ごみマップ（長良川下流）【左：令和２年（2020年）、右：令和６年（2024年）】 
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図１－３ ごみマップ（長良川上流）【左：令和２年（2020年）、右：令和６年（2024年）】 
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図１－４ ごみマップ（水門川）【上：令和２年（2020年）、下：令和６年（2024年）】 
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図１－５ ごみマップ（天王川）【左：令和２年（2020年）、右：令和６年（2024年）】 
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図１－６ ごみマップ（庄内川水系土岐川）【上：令和２年（2020 年）、下：令和６年（2024 年）】 
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図１－７ ごみマップ（神通川水系）【上：令和２年（2020年）、下：令和６年（2024年）】 

 

  

神通川水系の主な河川 発電用ダム

2

TT

TT

2

T

TT

TT TT

1

TT

流下方向

高山駅

飛騨古川駅

6km

0
T T
T
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

ごみランク



79 

 

②  各水系におけるごみ量 

県内の各水系における平均ごみ袋量に基づくランクは、令和２年（2020年）におい

ては木曽川水系が２、庄内川水系が１、神通川水系がＴであり、木曽川水系において

ごみ量が多い傾向が見られました。令和６年（2024 年）においては木曽川水系がＴ、

庄内川水系がＴＴ、神通川水系がＴであり、ごみ量の傾向に大きな差はみられません

でした。 

また、令和２年（2020年）においては木曽川水系のうち、長良川下流や水門川、板

取川においてごみ量が比較的多いことが確認されており、河川の周辺状況から市街地

やレジャーとしての利用が活発である地域でごみ量が多い傾向が見られました。 

 

表１－４ 各調査地域における平均ごみ袋量及びランク（令和２年（2020年）） 

水系 地点数 平均ごみ袋量 ランク 

木曽川水系 62 1/2 2 

 長良川下流 (40) (1/2) (2) 

長良川上流 (10) (1/5) (T) 

水門川 (5) (1/2) (2) 

天王川 (5) (1/5) (T) 

板取川 (2) (11/7) (4) 

庄内川水系 10 2/9 1 

神通川水系 10 1/6 T 

 

表１－４ 各調査地域における平均ごみ袋量及びランク（令和６年（2024年）） 

水系 地点数 平均ごみ袋量 ランク 

木曽川水系 62 1/6 T 

 長良川下流 (40) (1/4) (1) 

長良川上流 (10) (1/4) (1) 

水門川 (5) (1/12) (TT) 

天王川 (5) (1/6) (T) 

板取川 (2) (1/12) (TT) 

庄内川水系 10 1/12 TT 

神通川水系 10 1/6 T 

 

③  ごみの発生源分類 

令和２年（2020 年）の結果では、木曽川水系でのみ漁業系ごみが確認されました。

神通川水系ではレジャー系ごみが確認されませんでしたが、農業系ごみの割合が比較

的高い傾向にありました。 

木曽川水系において、長良川上流と板取川ではレジャー系ごみの割合が高いことが

確認され、川遊びやキャンプなどのレジャー活動による影響があることが示唆されま
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した。 

   令和６年（2024 年）の結果では、木曽川水系でのみ農業系ごみが確認されました。 

庄内川系、神通川系共に生活系のごみの割合が高いことが確認されました。 

木曽川水系において、長良川と天王川ではレジャー系ごみの割合が大きいことが確認

され、川遊びやキャンプなどのレジャー活動による影響があることが示唆されました。 

 

図１－８ ごみの発生源分類別の割合【上：令和２年（2020年）、下：令和６年（2024年）】 

  

 

 

 

 

 

 

④  不法投棄系ごみ 

不法投棄系ごみの一地点あたりの件数は、令和２年（2020年）では木曽川水系が 1.7

件／地点、庄内川水系が 0.2件／地点、神通川水系が 0.4件／地点で、令和６年（2024

年）では、木曽川水系が 3 件/地点、庄内川水系が 0 件/地点、神通川水系が 2.2 件

/地点であり、木曽川水系に多くの不法投棄系ごみがある傾向がみられました。 

  

木曽川水系 R2

R6

庄内川水系 R2

R6

神通川水系 R2

R6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活系 レジャー系 農業系 漁業系 その他

 

ごみの発生分類別の割合（容積換算） 

長良川下流 R2

R6

長良川上流 R2

R6

水門川 R2

R6

天文川 R2

R6

板取川 R2

R6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活系 レジャー系 農業系 漁業系 その他
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表１－５ 各調査地域における不法投棄系ごみの概要 

【上：令和２年（2020年）、下：令和６年（2024年）】 

 

 

  

調査地点数
不法投棄系ご
みが確認され

た地点数

不法投棄系ごみ
が確認された
地点数の割合

不法投棄系
ごみの件数

１調査地点あた
りの件数

平均
ごみ袋量

(20L袋換算)

62 41 66% 107 1.7 4.9

長良川下流 (40) (27) (68%) (72) (1.8) (4.9)

長良川上流 (10) (7) (70%) (19) (1.9) (2.6)

水門川 (5) (4) (80%) (8) (1.1) (0.6)

天王川 (5) (1) (20%) (2) (0.4) (1.0)

板取川 (2) (2) (100%) (6) (3.0) (9.3)

10 2 20% 2 0.2 5.1

10 3 30% 4 0.4 0.3

木曽川

土岐川（庄内川）水系

宮川（神通川）水系

水系

調査地点数
不法投棄系ごみ
が確認された

地点数

不法投棄系ごみ
が確認された
地点数の割合

不法投棄系ごみ
の件数

一地点あたりの
件数

平均
ごみ袋量

（20L袋換算）

62 24 39% 71 3.0 2.8

長良川下流 (40) (10) (25%) (38) (3.8) (3.3)

長良川上流 (10) (8) (80%) (23) (2.8) (18.8)

水門川 (5) (2) (40%) (2) (1.0) (2.0)

天王川 (5) (3) (60%) (6) (2.0) (3.1)

板取川 (2) (1) (50%) (2) (2.0) (1.5)

10 0 0% 0 0 0

10 4 40% 9 2.2 2.3

水系

木曽川

庄内川

神通川
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２ 県内環境保全活動団体へのアンケート結果（概要） 

（１）調査概要 

①調査目的 

   県内環境関連団体の活動状況等を把握し、本計画を検討するため、令和７年（2025

年）にアンケート調査を行いました。 

②調査対象等 

調査対象  環境に関する意識調査（令和７年（2025年）２月）で対象とした 

環境関連団体等 131団体 

   調査方法  郵送 

   調査期間  10 月３日（金）～10月 15 日（水） 

   回収結果  37 団体（回収率 28.2%） 

 

（２）アンケート結果 

①回答団体属性 

■ 圏域 
図２－１ 団体の圏域 

 
 
■ 会員数 

図２－２ 団体の会員数 
 

 

 

 

 

 

(ｎ=37，団体数)

33%(12)

8%(3)

19%(7)

16%(6)

24%(9)

飛騨圏域

東濃圏域

岐阜圏域

中濃圏域

西濃圏域

(ｎ=37，団体数)

68%(25)

11%(4)

8%(3)

3%(1)

3%(1)

5%(2)

3%(1)

0% 20% 40% 60% 80%

1～50名

51～100名

101～200名

201～500名

501～1000名

1001名以上

無回答
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②アンケート結果概要 

（ア）活動エリア内での散乱ごみや河川ごみの状況 

「少ないと感じる」が約５割となっており、「多いと感じる」の約３割を上回っ

ています。 

 

図２－３ 活動エリア内での散乱ごみや河川ごみの状況 

 

 

■特に気になるごみの種類 

生活系のごみが５割を超え、次いでレジャー系、農業漁業系、不法投棄系と続

いています。 

 

図２－４ 特に気になるごみの種類（※複数回答） 

 

 

(ｎ=37，団体数)

30%(11)

46%(17)

24%(9)

少ないと感じる

どちらでもない
多いと感じる

(ｎ=18，団体数)

56%(9)

19%(3)

19%(3)

6%(1)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活系

レジャー系

農業漁業系

不法投棄系



84 

 

■令和４年度と比較した活動エリア内での散乱ごみや河川ごみの状況 

 令和４年度と比較した散乱ごみや河川ごみの増減については「どちらでもない」

が６割を超え、ごみの状況に大きな変化はみられませんでした。 

 

図２－５ 令和４年度と比較した活動エリア内での散乱ごみや河川ごみの状況 

 

 

（イ）団体での清掃活動の状況 

回答があった団体の約半数が清掃活動を実施しています。 

 

図２－６ 清掃活動の状況 

 

 

 

(ｎ=37，団体数)

8%(3)

19%(7)

65%(24)

8%(3)

多くなったと感じる

少なくなったと感じる

無回答

どちらでもない

(ｎ=37，団体数)

49%(18)49%(18)

2%(1)

無回答

実施している実施していない
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■実施頻度 

清掃活動の実施頻度は、年数回程度が約７割を占めています。 

 

図２－７ 開催頻度 

 

  

（ウ）環境保全団体のための啓発活動や環境教育の状況 

啓発活動や環境教育を実施している団体は約半数を占めています。具体的な 

活動としては、野外活動、自然観察、段ボールコンポストによる生ごみの堆肥

化等があります。 

 

図２－８ 環境保全団体のための啓発活動や環境教育の状況 

 

 

 

(ｎ=18，団体数)

67%(12)

6%(1)

11%(2)

16%(3)

0% 20% 40% 60% 80%

年数回程度

月１回程度

それ以上

随時

(ｎ=23，団体数)

48%(11)52%(12)

実施している実施していない
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３ 下流県における海洋ごみの状況 

（１）漂着ごみ回収量の推移 

令和２年度（2020 年度）から令和５年度（2023 年度）に本県の下流４県（愛知県、

三重県、富山県、福井県）の海岸で回収された漂着ごみの量の合計は 1,982～2,311ト

ン／年となっています。下流４県の中では、三重県や福井県での回収量が多い状況で

す。 

図３－１ 漂着ごみ回収量の推移（トン） 

 
出典：海洋ごみの実態把握及び効率的な回収に関する総合検討業務報告書 

（令和３年度～令和６年度）（環境省）から作成 

 

（２）漂着ごみ回収量の内訳 

令和６年度海岸漂着物地域対策推進事業（環境省）による漂着ごみの回収量の内訳で

は、いずれの県においても自然物（灌木や流木等）が高い割合を占めています。 

 

図３－２ 令和５年度（2023年度）漂着ごみの回収量内訳 

 

出典：令和６年度 海洋ごみの実態把握及び効率的な回収に関する総合検討業務報告書 

（環境省）から作成 
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（３）自然物を除いた漂着ごみの組成 

環境省の調査によると、漂着ごみのうち人工物を品目ごとに分類した場合、個数ベー

スではカキ養殖用の漁具に次ぎ「プラ製ロープ・ひも」、「ボトルのキャップ、ふた」が

それぞれ 1割以上を占めており、「飲料用（ペットボトル）＜１L」、「プラスチックその

他」「ポリ袋（不透明＆透明）「発砲スチロール製コップ、食品容器」のプラスチック製

品をすべて合わせると、全体の４割を超えます。重量ベースでは「木（木材等）」に次

いで「プラ製ロープ・ひも」が占める割合が大きくなっており、個数ベース、重量ベー

スともに、プラスチック製品の占める割合が大きくなっています。 

 

表３－１ 漂着ごみに占める割合が大きい上位 10品目 

出典：令和５年度漂着ごみ組成調査データ取りまとめの結果について（環境省） 

  

No 品目 値 割合

1 カキ養殖用まめ管（長さ1.5cm程度）（漁具） 15,594 17.8%

2 カキ養殖用パイプ（長さ10-20cm程度）（漁具） 11,084 12.6%

3 プラ製ロープ・ひも（漁具） 10,129 11.5%

4 ボトルのキャップ・ふた 9,698 11.1%

5 飲料用（ペットボトル）＜１L 6,430 7.3%

6 プラスチックその他 4,549 5.2%

7 ポリ袋（不透明＆透明） 4,487 5.1%

8 発砲スチロール製コップ、食品容器 2,522 2.9%

9 金属 2,161 2.5%

10 その他の漁具・釣具 2,152 2.5%

品目上位10種（個数ベース）

No 品目 kg 割合

1 木（木材等） 1,819 23.2%

2 プラ製ロープ・ひも（漁具） 1,404 17.9%

3 硬質プラスチック破片 868 11.1%

4 漁網（漁具） 741 9.4%

5 発砲スチロール製フロート・ブイ（漁具） 636 8.1%

6 プラスチックその他 430 5.5%

7 ブイ（漁具） 427 5.4%

8 飲料用（ペットボトル）＜１L 338 4.3%

9 ガラス・陶器 167 2.1%

10 その他のプラボトル≧１L 152 1.9%

品目上位10種（重量ベース）
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（４）海岸での清掃参加者数 

漂着ごみを回収するため、下流４県の海岸で清掃に参加した人の合計（令和２年度

（2020年度）～令和５年度（2025年度））は 15,783～27,161人／年です。直近の令和

５年度（2025 年度）は富山県内での参加者が最も多く、およそ 1.5 万人が参加してい

ます。 

図３－３ 海岸での清掃参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和６年度 海洋ごみの実態把握及び効率的な回収に関する総合検討業務報告書 

（環境省）から作成 
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４ 計画策定経過 

 

令和２年９月２日 岐阜県河川ごみ実態調査（９月 15日まで） 

令和３年７月 26 日 
令和３年度第１回岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会 

（計画骨子案の検討） 

令和３年 10 月４日 岐阜県議会厚生環境委員会（計画骨子案を説明） 

令和３年 10月 29日 
令和３年度第２回岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会 

（計画素案の検討） 

令和３年 11月 24日 計画案に対する県環境審議会委員への意見照会 

令和３年 11月 24日 計画案に対する国・流域圏関係機関(県・市町村)等への意見照会 

令和３年 12月 13日 計画案に対するパブリックコメント（～令和４年１月 11日） 

令和４年２月４日 
令和３年度第３回岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会 

（計画案の検討） 

令和４年２月 22 日 岐阜県環境審議会（計画案の報告） 

令和４年３月 18 日 岐阜県議会厚生環境委員会（計画案の報告） 

令和５年３月 一部改定（重点モデル区域（岐阜市ほか６市町）の追加） 

令和６年３月 一部改定（重点モデル区域（瑞浪市）の追加、伊勢湾流域圏海洋ご

み対策推進広域計画に関する事項の追加） 

令和６年７月２日 岐阜県河川ごみ実態調査（７月 28日まで） 

令和７年３月 一部改定（重点モデル区域の縮小） 

令和７年７月 31日 令和７年度第１回岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会 

（これまでの取組について等） 
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５ 岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会委員名簿（令和７年７月１日時点） 

（敬称略・区分毎に 50音順に記載） 

学
識
経
験
者 

伊藤
い と う

 栄一
えいいち

 
ＮＰＯ法人森のなりわい研究所代表理事所長 

岐阜県木の国・山の国県民会議会長 

大藪
おおやぶ

 千
ち

穂
ほ

 
岐阜大学副学長・教育学部家政教育講座教授 

岐阜県消費生活安定審議会会長 

佐治
さ じ

木
き

 弘
ひろ

尚
なお

 愛知工業大学・応用化学科教授 

千葉
ち ば

  賢
さとし

 四日市大学環境情報学部客員教授 

住
民
及
び
民
間
の
代
表 

荒谷
あらたに

 彰
あき

宏
ひろ

 岐阜県商工会連合会事務局長 

井上
いのうえ

 吉
よし

博
ひろ

 岐阜新聞社統合編集局報道本部長 

宇野
う の

  弘幸
ひろゆき

 岐阜県農業協同組合中央会総合企画部長 

太田
お お た

 直美
な お み

 岐阜県漁業協同組合連合会事務局長 

神原
かんばら

 和義
かずよし

 岐阜県森林組合連合会常務理事 

坂井
さ か い

田
だ

 節
たかし

 NPO法人長良川環境レンジャー協会理事長 

佐藤
さ と う

 圭三
けいぞう

 全岐阜県生活協同組合連合会専務理事 

澤田
さ わ だ

 敦
あつし

 中日新聞社岐阜支社報道部長 

行
政
機
関 

今井
い ま い

 宏
ひろ

紀
のり

 
岐阜県市町村廃棄物処理事業対策協議会副会長 

大野町民生部長 

岩井
い わ い

 健
けん

 
岐阜県市町村廃棄物処理事業対策協議会会長 

各務原市市民生活部環境室長 

田島
た じ ま

 健
たけし

 国土交通省木曽川上流河川事務所副所長 



 

 

 
 

岐阜県海洋ごみ対策地域計画 

(令和４年度～令和１２年度) 

 

発行年月：令和４年３月 

（令和５年３月、令和６年３月、令和 7 年 3 月、 

令和 年 月 一部改定） 

発 行 者：岐阜県環境エネルギー生活部廃棄物対策課 

〒500-8570 

岐阜県岐阜市薮田南 2-1-1 

TEL  058-272-1111（代表） 内線 2９６３ 

FAX  058-278-2607 



 

 

今後のスケジュールについて 

 

年    月  内      容  

 

令和７年７月 31 日 

 

 

 

 

令和７年 11月 13日 

 

 

 

 

令和７年 12 月 

～１月 

 

 

 

令和８年２月  

 

 

 

 

令和８年３月   

 

○第１回岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会  

・これまでの取組について等  

 

 

 

○第２回岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会  

 ・重点モデル区域の設定  

・施策の検討  等  

 

 

○市町村の意見聴取  

○パブリックコメントの実施  

 

 

 

○第３回岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会  

・パブリックコメントを反映した修正版への意見  

・見直し版の決定  

 

 

○公表・周知（HP へ公開）  

 

 

資料５ 
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委員 発言内容 対応 

佐治木 

委員 

・事業の成果をいかに定量化していくか・数値化するかというの

が、今後の課題ではないかと強く思う。 

・例えば、重点地域のイベントの成果や来場者数等を、直接的な

数字ではないが、定量の数値データとして使うことも考えられ

る。 

・引き続き重点地域におけるイベント等の取組に

おける来場者数等を把握するとともに、県内にお

けるその他の清掃活動における参加人数等の把握

にも努めます。 

千葉 

委員 

・計画を作ってから３年経過し、どんなふうに変わってきている

のかという数値を、ぜひ見えるようにしていただきたい。 

・岐阜県清掃活動見える化ウェブページの拾われたごみの個数

のデータについても、実際の数値だけでなく、折れ線グラフが示

す意味等も考えて評価していただきたい。 

・県で把握している清掃活動の参加人数等のデー

タについては、県ホームページ上で集約し公表し

ていきます。 

・１０月は「川と海のクリーン大作戦」を代表と

する清掃活動があることから、参加者が増加して

いるものと思われます。 

・「美しいふるさと運動」の普及啓発を充実する

等、他の時期における参加者増を図っていきます。 

伊藤 

委員 

・現行計画は河川の散乱ごみを中心にした内容となっており、森

林系の流木系の海岸漂着物については重点モデル区域の指定要

件に含まれないため、重点モデル区域の設定の考え方も含めて

議論してよいか伺いたい。 

 

・令和６年度に河川ごみ実態調査を実施したとこ

ろ、プラスチックごみを中心とした散乱ごみの割

合が高いことから、引き続き散乱ごみの流出対策

を中心とした計画として考えております。 

 

参考資料１ 

令和７年度第 1回岐阜県海岸漂着物等対策推進協議会における意見委員への対応について 
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委員 発言内容 対応 

佐治木 

委員 

・成果を出していく上で、根幹であり本協議会の大事なポイント

になるため、重点モデル区域を盛り上げていかないといけない

と思っている。 

・例えば市町の活動を県が検証し、プラごみの回収や流木のごみ

対策に対して県知事から表彰することや、活動自体をシンポジ

ウム化して、活動の成果を評価する、あるいはマスメディアを通

じて県民にＰＲするとことも１つの手ではないか。 

・重点モデル区域との意見交換会及び好事例の共

有を図ります。 

・広く県民等への普及啓発を目的に、有識者等を

招へいしたシンポジウム等の開催も検討します。

（「一般社団法人 海と日本プロジェクト岐阜」と

の連携も視野） 

・表彰制度については他自治体の事例等を参照し

つつ、検討してまいります。 

伊藤 

委員 

・必ずしも重点モデル地区を増やしていく話ではないように思

った。 

・重点モデル地区がモデル的に活動する一方で、表彰制度を行う

とすると、そこへ応募していただける形を作れば、必ずしも重点

モデル地区を増やす目標でなくても取り組む市町が増えていく

のではないか。 

・岐阜県としては流木対策の取組みは一通り行っているという

認識かと思われるが、山で間伐等を行う際に、下流域のことまで

考えて行われているかというと、必ずしもそうではないところ

があるので、下流域で困っていることを上流域にも認識させ、啓

発する仕組みがあればと常々思っている。計画の中で取り上げ

られる事業として何かできないかという思いがある。 

・重点モデル区域との意見交換会及び好事例の共

有を図ります。 

・広く県民等への普及啓発を目的に、有識者等を

招へいしたシンポジウム等の開催も検討します。

（「一般社団法人 海と日本プロジェクト岐阜」と

の連携も視野） 

・表彰制度については他自治体の事例等を参照し

つつ、検討してまいります。 

・現在でも間伐で伐採した立木が谷筋に入らない

よう間伐の標準的な方法を定め、流木対策を実施

しているところです。 

・引き続き、流木対策の意義を踏まえ、間伐の標

準的な方法を周知してまいります。 
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委員 発言内容 対応 

佐治木 

委員 

・伊勢湾や日本海への流出を防止する重要なポイントだと思う。

これまで参画していない市町だけでなく、任意団体や組合も参

画して盛り上げていき、活動を評価し成果に対して検証した上

で表彰するなど、県の側でも進めていくことができると考えら

れる。 

・表彰制度については他自治体の事例等を参照し

つつ、検討してまいります。 

千葉 

委員 

・三重県吉崎海岸で毎月ボランティアによる清掃活動が行われ

ているが、彼らになぜ清掃に来るのか聞くと、ごみ拾いが楽しい

からという返答がある。ごみ拾いの作業感・義務感が彼らにはな

く、意識が変容していると言える。 

・計画見直し（案）P.22「⑤県民の環境に配慮し

た行動の推進」において、清掃活動（ごみ拾い）

に対して「楽しい」「作業感・義務感がない」とい

った意識変容が必要である旨の文言を追加しま

す。 

佐治木 

委員 

・「自分事として考える」という言葉に非常にインパクトがあっ

た。 

・ごみの問題も県民が本当に自分のことだと意識しなければな

らない、本当に重篤な問題になってきている。 

・大学等における環境美化活動の実例について本

計画における「コラム」として新たに追加するな

ど、自分事として考えるきっかけとなるような計

画見直しを目指します。 



「海洋ごみ対策地域計画」指標の進捗状況（県内全域・重点モデル区域） 参考資料２

詳細
令和４年度

2022年度

令和５年度

2023年度

令和６年度

2024年度

令和７年度（2025年度）末までに県内全域

の散乱ごみの散乱状況を調査

令和12年度（2030年度）末までに県内全域

の散乱ごみの量及び種類を調査

環境美化活動の実施件数と参加人数を調査

（毎年度）

実施回数：565回

参加人数：210,985人

実施回数：823回

参加人数：217,823人

実施回数：645回

参加人数：197,101人

見える化ページに登録された清掃活動の参

加人数及び回収個数を調査（毎年度）

参加人数　18,120人

ごみ個数　718,822個

参加人数　25,573人

ごみ個数　1,341,704個

参加人数39,458人

ごみ個数2,363,830個

地域住民に対する

意識調査

県民に対し海洋ごみの発生源に関する認知度

調査を実施

（３年度毎にモニター実施）

-

　陸域由来人工物

　非常に影響が大きい　63.5%

　影響が大きい　32.2％

　小さい　2.8％

　ほとんどない　0.6%

　陸域由来人工物

　非常に影響が大きい　63.0%

　影響が大きい　32.7％

　小さい　3.3％

　ほとんどない　0.7%

散乱ごみの状況
区域内で散乱ごみの量及び種類を調査（年１

回）

（タカノメ調査）

高山市・垂井町

（清掃活動にて調査）

（タカノメ調査）

岐阜市

（清掃活動にて調査）

（清掃活動にて調査）

各重点モデル区域市町

清掃活動の状況
区域内で実施された環境美化活動の実施件

数と参加人数を調査（毎年度）
各重点モデル区域市町 各重点モデル区域市町 各重点モデル区域市町

地域住民に対する

意識調査

当該市町村の住民に対し、意識調査を実施

（毎年度）
-

海洋ごみ問題認知度

知っている　86.1%

知らない　　13.9％

※鮎の日（郡上市）で調査

海洋ごみ問題認知度

知っている　81.4%

知らない　　18.6%

※岐阜市実施調査

利用者に対する意識調査
区域内利用者に対し、意識調査を実施（毎

年度）
- -

海洋ごみ問題認知度

知っている　80.7%

知らない　　19.3%

※海津市市実施調査

項目

県
内
全
域

重
点
モ
デ
ル
区
域

- -

木曽川水系：

ごみランクT/プラスチック92%

庄内川水系：

ごみランクTT/プラスチック90%

神通川水系：

ごみランクT/プラスチック90%

散乱ごみの状況

清掃活動の状況



「海洋ごみ対策地域計画」における 

その他全県的な推進施策に関する指標 

※達成：100％以上 Ａ：75％以上 100％未満 Ｂ：50％以上 75％未満 

Ｃ：25％以上 50％未満 Ｄ：25％未満 

※目標値が令和７年度までとなっている項目については、指標に関連する計画の改

訂等に伴い変更 

指標 現況値 目標値 評価 

１人１日当たり生活系ごみ排出量 

【第６次岐阜県環境基本計画】 

【第 3次岐阜県廃棄物処理計画】 

622g/人/日 

（令和５年度） 

629g/人/日 

(令和７年度) 

595g/人/日 

(令和 12 年度) 

Ａ 

岐阜県プラスチック・スマート事業所「ぎふ

プラスマ！」登録事業所数 

（旧「ぎふプラごみ削減モデルショップ」制度）  

【第６次岐阜県環境基本計画】 

【第 3次岐阜県廃棄物処理計画】 

1,537 事業所 

（令和６年度） 

1,500 事業所 

(令和７年度) 
達成 

可燃ごみ指定袋等へのバイオマス

プラスチックの導入市町村数 

【第 3次岐阜県廃棄物処理計画】 

0 

（令和６年度） 

42 市町村 

(令和 12 年度) 
Ｄ 

プラスチック容器包装の分別を実

施している市町村数 

【第 3次岐阜県廃棄物処理計画】 

39 市町村 

（令和６年度） 

42 市町村 

(令和 12 年度) 
Ａ 

ぎふ清流ＧＡＰ実践率 

【「清流の国ぎふ」総合戦略】 

【ぎふ農業・農村基本計画（令和３～７年度）】  

27.1％ 

（令和６年度） 

35% 

(令和７年度) 
Ａ 

災害廃棄物処理図上演習への

市町村担当者の参加者延べ人数 

【第 3次岐阜県廃棄物処理計画】 

【第２期岐阜県強靭化計画】 

180 人 

（令和６年度） 

220 人 

(令和８年度) 
Ａ 

「清流長良川の鮎」 

プレーヤーズ登録団体数 

【「清流の国ぎふ」総合戦略】 

【第２期世界農業遺産保全計画】 

95 団体 

（令和５年度） 

100 団体 

(令和５年度) 
Ａ 

環境学習ポータルサイト閲覧回数 

【第６次岐阜県環境基本計画】 

79,519 回 

（令和６年度） 

200,000 回 

(令和７年度) 
Ｃ 

清流長良川あゆパークにおける体

験プログラム参加者数 

【「清流の国ぎふ」総合戦略】 

【第２期世界農業遺産保全計画】  

159,271 人 

（令和５年度） 

100,000 人 

(令和５年度) 
達成 

参考資料３ 



「海洋ごみ対策地域計画」施策の進捗状況調査票 参考資料４

R４～R６年度までの取組状況 評価と課題

１．散乱ごみ等の

発生抑制

（１）ごみの減量化及びリサ

イクルの推進

ア ３R等の推進 ①３Rをはじめごみ減量化や資源の循環的利用

の推進

・「岐阜県リサイクル認定製品」認定

制度により、ごみ減量化、資源の循環

的利用の推進を図っている。

リサイクル認定製品数

【R4】147

【R5】144

【R6】139

・リサイクル認定製品数は、減少傾向

にあるものの一定の水準で推移してお

り、ゴミ減量化や資源の循環的利用に

寄与している。

・H17の215製品から、R6の139製品

まで減少傾向にあり、新規申請数も減

少傾向にあるため、伸び悩んでいる。

・引き続きリサイクル認定製品登録

制度を進めていくとともに、認定製

品のPR等に力を入れ、製品数が増加

するよう努めていく。

廃棄物対策課

②グリーン購入やエシカル消費の推進 ・グリーン購入に関する国の基本方針

を基に、毎年度県調達方針を策定し、

各所属に対し環境物品の優先調達を呼

びかけている。※3年に1度の取りま

とめ

R5調達率　件数ベース：84.3%

             　 金額ベース：72.4%

・県民へのグリーン購入の普及啓発に

ついては、「東海三県一市グリーン購

入キャンペーン」を毎年実施し、普及

に努めている。

【R4】R5/1/9～R5/2/8

協力事業者数：　参加者数：

【R5】R6/1/9～R6/2/8

協力事業者数：798　参加者数：

2,947

【R6】R7/1/10～R7/2/9

・各所属での環境物品の調達率が高い

水準で推移している。

・キャンペーンの実施を通じて、消費

者に対してグリーン購入の普及・啓発

を実施

・三県一市グリーン購入キャンペーン

の協力店舗数が伸び悩んでいる。

・各所属への環境物品の優先調達の

呼びかけを引き続き行うとともに、

調達実績を取りまとめていく。

・三県一市グリーン購入キャンペー

ンの参加店舗数について、県内に本

店を置く大規模あるいは複数店舗を

有する事業者のうち協力事業者とし

て未登録の事業者に対して、参加を

呼び掛けていく。

廃棄物対策課

・消費者向け啓発資料にエシカル消費

の理念や実践ポイントを盛り込むな

ど、普及・啓発を実施。

・エシカル消費に対する消費者の認知

度・関心は高いとは言えないため、よ

り一層の普及・啓発が必要。

・イベントの開催や消費生活ポータ

ルサイト等から情報発信することで

普及・啓発を推進していく。

・県民に対し、エシカル消費につな

がる具体的行動の啓発を進めるた

め、環境に配慮した消費行動である

グリーン購入や地産地消といった

「グリーン志向の消費行動」、障が

い者の支援につながる製品購入の普

及・推進に向けた仕組みづくりや、

小中学校など早い段階からの消費者

教育に取り組んでいく。

県民生活課

イ　「プラスチック・スマート」の推進 ①プラスチックごみの排出抑制及び素材代替等

環境に配慮した製品の普及の推進

・小売業へ高校や大学におけるイベン

トにおいて環境配慮型プラスチック容

器の試供品を提供し、実際に使用して

もらいながら普及促進や啓発を行っ

た。

・県政モニターにおいてバイオプラス

チックの認知度を調査したところ、

「よく知っている」「おおよそ知って

いる」が合わせて58.4％を占めた。

・引続き、イベント等において環境

配慮型プラスチック容器の普及促進

や啓発を行っていく。

廃棄物対策課

担当課大項目 中項目 小項目 基本的施策
実施状況

今後の取組方針
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R４～R６年度までの取組状況 評価と課題
担当課大項目 中項目 小項目 基本的施策

実施状況
今後の取組方針

②使い捨てプラスチック使用の合理化の推進 ・プラスチックの資源循環に取り組む

事業所を登録する「ぎふプラスマ！」

という制度の中で、取り組み内容の要

件の一つに、使い捨てプラスチックの

使用合理化を組み込むことで、推進し

ている。

登録店舗数

【R4】1,055

【R5】1,266

【R6】1,537

・「ぎふプラスマ！」への登録事業所

数は順調に増加しており、それに伴い

使い捨てプラスチック使用の合理化も

推進されている。

・県HPでの取り組み内容の紹介など

による、登録事業所のPRを十分に行

えていないことが課題としてあげられ

る。

・使い捨てプラスチック使用の合理

化を推進するため、より多くの事業

者にプラスチック資源循環に資する

取組みを行ってもらえるよう、制度

のPRを進めるとともに、登録事業者

のPRについても行っていく。

廃棄物対策課

③プラスチックごみの丁寧な分別の推進 【再掲】

・プラスチックの資源循環に取り組む

事業所を登録する「ぎふプラスマ！」

という制度の中で、取り組み内容の要

件の一つに、使い捨てプラスチックの

使用合理化を組み込むことで、推進し

ている。

登録店舗数

【R4】1,055

【R5】1,266

【R6】1,537

【再掲】

・「ぎふプラスマ！」への登録事業所

数は順調に増加しており、それに伴い

プラスチックごみの分別・適正処理も

推進されている。

・県HPでの取り組み内容の紹介など

による、登録事業所のPRを十分に行

えていないことが課題としてあげられ

る。

【再掲】

・プラスチックごみの丁寧な分別を

推進するため、より多くの事業者に

プラスチック資源循環に資する取組

みを行ってもらえるよう、制度のPR

を進めるとともに、登録事業者のPR

についても行っていく。

廃棄物対策課

・第10期岐阜県分別収集促進計画策

定（令和4年8月）

・市区町村における分別収集実績等を

把握するための調査を実施した。

・県内全42市町村において分別収集

計画が策定された。

・引き続き取組みを継続する。 廃棄物対策課

（２）製品等の適正管理 ア 所持する物や土地の適正管理 ①資材等の流出飛散防止措置の要請 ・ぎふ清流GAP評価制度の推進のた

め、令和２年11月に、GAP推進拠点

としての「ぎふ清流GAP推進セン

ター」を設置し、GAP（農業生産工程

管理）の取組みを推進した。

・令和６年度までの４年間で、ＧＡＰ

指導員を育成（累計219名）するとと

もに、指導員による農業者へのＧＡＰ

導入手法や経営改善指導などの丁寧な

サポート、施設改修への支援を実施し

た。

・取組みの結果、GAPに取り組む農業

者は増加し130経営体が認証を取

得、、実践率は27.1％となった。

・農業者への個別指導を行うGAP指

導員の資質向上や指導産地単位の

GAP指導ができる組織評価員を育成

し、県のGAP指導体制を強化する。

国際水準GAPの遵守に取り組むため

に必要な施設改修等の支援を継続す

る。

農産園芸課

（３）ごみの適正な回収処理 ア　市町村における一般廃棄物の適正処理の

推進

①プラスチックごみの丁寧な分別の推進（再

掲）

【再掲】

・プラスチックの資源循環に取り組む

事業所を登録する「ぎふプラスマ！」

という制度の中で、取り組み内容の要

件の一つに、使い捨てプラスチックの

使用合理化を組み込むことで、推進し

ている。

登録店舗数

【R4】1,055

【R5】1,266

【R6】1,537

・「ぎふプラスマ！」への登録事業所

数は順調に増加しており、それに伴い

プラスチックごみの分別・適正処理も

推進されている。

・県HPでの取り組み内容の紹介など

による、登録事業所のPRを十分に行

えていないことが課題としてあげられ

る。

・プラスチックごみの丁寧な分別を

推進するため、より多くの事業者に

プラスチック資源循環に資する取組

みを行ってもらえるよう、制度のPR

を進めるとともに、登録事業者のPR

についても行っていく。

廃棄物対策課
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R４～R６年度までの取組状況 評価と課題
担当課大項目 中項目 小項目 基本的施策

実施状況
今後の取組方針

・第10期岐阜県分別収集促進計画策

定（令和4年8月）

・市区町村における分別収集実績等を

把握するための調査を実施した。

・県内全42市町村において分別収集

計画が策定された。

・引き続き取組みを継続する。 廃棄物対策課

ウ　災害廃棄物の適正処理の推進 ①被災市町村における処理体制の指導助言及

び広域的な連携確保

・県計画の改定について市町村を対象

に説明会を実施した。

・市町村計画の策定状況及び改定状況

を定期的に調査している。

・大規模災害時廃棄物対策中部ブロッ

ク協議会の構成県として、定期的に環

境省及び他の構成県との会議や訓練に

参加し、意見交換等を行っている。

・県内全市町村が市町村災害廃棄物処

理計画を策定した。

・幹事会及びワーキンググループ（年

２回）と協議会（年1回）に出席し、

隣接県及び環境省と意見交換を行っ

た。

・隣接県、環境省及び県内市町村と災

害時を想定して情報伝達訓練を実施し

た。

・県計画の改定に応じて市町村計画

も改定し、県計画への整合を維持す

るよう要請する。

・大規模災害時廃棄物対策中部ブ

ロック協議会構成県として、環境省

及び隣接県との情報共有と意見交換

を行う。

・隣接県、環境省及び県内市町村と

災害時を想定して情報伝達訓練を実

施する。

廃棄物対策課

（４）不法投棄の防止 ア　監視指導の強化等による不法投棄の未然

防止

①関係機関と連携した厳格な指導の実施 ・市町村、警察との連携はもちろんの

こと、他法令を所管する県関係機関と

連携し、不適正処理事案の早期発見・

早期措置に努め、事実認定した法令違

反の是正について厳格に指導した。

・養老町地内で発生した不適正処理事

案について、令和５年度に廃棄物処理

法に基づく措置命令を発令し、これに

違反したことを理由に刑事告発した。

・今後も関係機関との連携を密に

し、事実認定した法令違反の是正に

向け、厳格に対応していく。

廃棄物対策課

②デジタル技術等を活用した通報体制の強化 ・通報体制の整備の一環として、平成

１１年に県ホームページ内に設置した

「廃棄物インターネット１１０番」を

用いて、常時通報を受け付けた。

・平成１１年から令和６年度末までに

1,149件の通報を受け付けた。また、

令和６年度には、通報に写真を添付す

ることができるように見直しを行っ

た。

・今後も廃棄物インターネット１１

０番を用いて幅広く県民からの情報

提供を受け付け、県が実施する監視

活動に活用していく。

廃棄物対策課

２．散乱ごみ等の

流出対策

（１）清掃活動を含む環境保

全活動への参加、協力及び支

援

ア　行政、事業者、民間団体等が連携した清

掃活動の推進

①市町村や関係団体等と連携した住民参加に

よる清掃活動の推進

・令和５年度から岐阜・富山連携によ

る清掃活動の一環として高山市にて実

施されている「飛騨高山クリーン大作

戦」を共催し、令和６年度からは伊勢

湾流域の連携としての清掃活動とし

て、岐阜市で開催されている「川と海

のクリーン大作戦長良川一斉清掃」と

連携している。

・飛騨高山クリーン大作戦については

令和５年及び令和６年に合計で約180

人の参加があり、また伊勢湾流域の一

斉清掃については令和６年度は令和6

年9 月20 日から11 月30 日の間に三県

一市で計16,263 人の清掃活動の参加

者があった。

・引き続き、富山県及び伊勢湾流域

圏の自治体と連携しながら、住民に

対して清掃活動の参加を呼びかけて

いく。

廃棄物対策課

②地域住民等が清掃活動に取り組みやすい環

境整備の推進

・令和４年４月から、岐阜県における

清掃活動の取り組み状況を見える化す

るウェブページを開設しており、県内

の清掃活動の実施人数や拾われたごみ

の個数のデータを収集し、見える化す

る仕組みを構築した。

・県内の清掃活動の実績や、デジタル

技術を活用したごみ調査の結果のデー

タを掲載している。

見える化ウェブページの認知度が低

く、県民への行動変容に繋がっている

とは言い難い状況にある。

・引き続き、見える化ウェブページ

の周知を行うことで県民への行動変

容を促すとともに、各主体と連携し

ながら、散乱ごみの削減、ごみの適

切な廃棄による再資源化の推進を図

る。

廃棄物対策課

イ　住民等が主体となった環境保全活動の促

進

①住民等が主体となって行う環境保全活動の支

援

・各種団体等が自ら企画・立案・実行

する創意工夫を凝らした川づくり活動

や水環境・生物多様性などに関する環

境保全活動を支援した。

【R４】12件、6,770千円（実績額）

【R５】10件、5,634千円（実績額）

【R６】８件、4,081千円（実績額）

・毎年、一定数の応募があり、活動支

援を行っていることは評価できるが、

新規の応募が少ないことが課題であ

る。

・市町村を通じた広報等により、事

業の周知に努める。

環境生活政策課
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R４～R６年度までの取組状況 評価と課題
担当課大項目 中項目 小項目 基本的施策

実施状況
今後の取組方針

・「清流長良川の鮎」プレーヤーズが

実施する世界農業遺産の保全・活用・

継承に向けた活動を支援する制度を令

和５年度に創設した。

・令和６年度までに延べ13団体が支

援制度を活用して新たな活動を実施

し、民間が主体となった取組が進ん

だ。

・引き続き、「清流長良川の鮎」プ

レーヤーズの増加と新たな活動の支

援に取り組んでいく。

里川・水産振興課

【R4】実施団体　74団体

　　    参加人数　20,492人

【R5】実施団体　75団体

　　　 参加人数  16,304人

【R6】実施団体　70団体

　　　参加人数　17,954人

・良好な河川環境の維持のために、多

くの団体に美化活動に参加していただ

いた。

・引き続き、美化活動を実施した団

体を支援していく。

河川課

（２）流木等の河川等への流

出防止

ア　森林整備による流木対策の推進 ①森林整備による流木対策の推進 森林経営課

森林保全課

イ　砂防えん堤整備による流木対策の推進 ①砂防えん堤整備による流木対策の推進 ・土砂災害により人命等に危害が及ぶ

恐れがある箇所において、ハード対策

として流木捕捉効果に優れた透過型砂

防堰堤を整備した。

（R6事業実施箇所　宮谷（本巣市）

ほか31箇所）

・透過型砂防堰堤（鋼製スリット）の

設置により、下流域の安全性を確保し

た。

・引き続き、土砂災害により人命等

に危害が及ぶ恐れがある箇所におい

て透過型砂防堰堤の整備を推進して

いく。

砂防課

ウ　河川整備による流木対策の推進 ①河川整備による流木対策の推進 ・河川巡視等で、流木により河道の流

下阻害となっている箇所を確認した際

は、必要に応じて撤去を進めた。

・流木の撤去により、流下に必要な河

道を確保した。

・引き続き、河川巡視等により流木

で流下阻害となっている箇所を確認

した際は、撤去を進める。

河川課

３．環境教育・普

及啓発

（１）ごみ減量化や資源循環

に関する啓発

ア　ポータルサイト等を活用した情報発信 ①ポータルサイト等を活用した情報発信 ・ポータルサイト内に環境学習コンテ

ンツを掲載すると共に、国や県の取組

みも掲載し情報発信を行った。

【R４】「ギフノミライ」…小学校高

学年以上を対象とした環境学習用動画

【R５】「ぎふ環境エコ検定」…小学

校高学年を対象とした環境についてク

イズ形式で学ぶサイト

「高校生向け動画」…高校生以上向け

の講義形式動画

【R６】「中学生向け動画」…中学生

を対象とした環境教育動画

・ポータルサイト閲覧数の年々の増加

率は評価できるが、目標達成には厳し

い状況である。

・学校現場への広報へは、各種教科

部会等を通じた広報に努めると共

に、市町村、企業、団体等への広報

にも努める。

環境生活政策課

（２）内陸県から発生する海

岸漂着物等に関する理解促進

ア　海洋プラスチックごみ問題の理解促進 ①県民の理解を促進するための啓発 ・県内の小学5年生を対象に環境副読

本を配布した。

【R４】21,000冊作成

【R５】20,000冊作成　440か所へ配

布

【R６】20,000冊作成　409か所へ配

布（R６は新たに「資料編」を作成）

・環境問題を探究した小学校の割合は

98％を超える高い水準で推移している

ことは評価できるが、そこに副読本が

どれほど活用されているかが課題であ

る。

・環境教育推進員の出前講座等で、

副読本を活用した講座を実施するこ

とにより、副読本の活用に努める。

環境生活政策課

・事業の実施に必要な予算確保と計

画の実行管理に努める。

・連携会議の開催等により、事業目

的に対する市町村、林業事業体の理

解を更に深め、新規地区の着手に向

けた調整の円滑化を図る。

・山地防災力を高める森林整備と治山

事業等の土木的手法を組み合わせた事

前防災地区を全県で展開し、令和４年

度から令和６年度までに計40地区で

新規着手し、事業を進めた。

・市町村、林業事業体との連携会議や

研修会の開催により、関係者が事業趣

旨を正しく理解し取り組むことができ

た。

・事業の継続的な実施に向けた予算確

保と新規地区の着手に向けた土地所有

者や関係機関等との調整を進めること

が必要である。

- 4 -



R４～R６年度までの取組状況 評価と課題
担当課大項目 中項目 小項目 基本的施策

実施状況
今後の取組方針

イ　教育機関等での普及啓発 ①海洋ごみに関する理解促進のための環境教育

の推進

・環境教育推進員を学校、市町村、企

業、団体等に派遣し、出前講座を実施

した。

【R４】83回実施　延べ4,483人受講

【R５】90回実施　延べ4,518人受講

【R６】98回実施　延べ4,707人受講

・環境教育推進員の派遣回数が増加傾

向にあることは評価できるが、派遣先

や派遣地域に偏りがあることが課題で

ある。

・派遣回数が少ない飛騨・東濃地域

での実施に努める。

環境生活政策課

（３）散乱ごみ等の状況や清

掃活動の成果の「見える化」

による行動変容の促進

ア　散乱ごみ等の「見える化」の推進 ①デジタル技術を利用したごみの散乱状況の見

える化の推進

【再掲】

・令和４年４月から、岐阜県における

清掃活動の取り組み状況を見える化す

るウェブページを開設しており、県内

の清掃活動の実施人数や拾われたごみ

の個数のデータを収集し、見える化す

る仕組みを構築した。

【再掲】

・県内の清掃活動の実績や、デジタル

技術を活用したごみ調査の結果のデー

タを掲載している。

見える化ウェブページの認知度が低

く、県民への行動変容に繋がっている

とは言い難い状況にある。

【再掲】

・引き続き、見える化ウェブページ

の周知を行うことで県民への行動変

容を促すとともに、各主体と連携し

ながら、散乱ごみの削減、ごみの適

切な廃棄による再資源化の推進を図

る。

廃棄物対策課

イ　清掃活動による成果の「見える化」の推

進

①清掃活動による成果の「見える化」の推進 【再掲】

・令和４年４月から、岐阜県における

清掃活動の取り組み状況を見える化す

るウェブページを開設しており、県内

の清掃活動の実施人数や拾われたごみ

の個数のデータを収集し、見える化す

る仕組みを構築した。

【再掲】

・県内の清掃活動の実績や、デジタル

技術を活用したごみ調査の結果のデー

タを掲載している。

見える化ウェブページの認知度が低

く、県民への行動変容に繋がっている

とは言い難い状況にある。

【再掲】

・引き続き、見える化ウェブページ

の周知を行うことで県民への行動変

容を促すとともに、各主体と連携し

ながら、散乱ごみの削減、ごみの適

切な廃棄による再資源化の推進を図

る。

廃棄物対策課

（４）環境に配慮した行動の

実践につながる主体的な環境

学習の支援

ア　オンラインによる主体的な学びの促進 ①環境学習ポータルサイトを核とした学びの場

の提供

【再掲】

・ポータルサイト内に環境学習コンテ

ンツを掲載すると共に、国や県の取組

みも掲載し情報発信を行う。

【R４】「ギフノミライ」…小学校高

学年以上を対象とした環境学習用動画

【R５】「ぎふ環境エコ検定」…小学

校高学年を対象とした環境についてク

イズ形式で学ぶサイト

「高校生向け動画」…高校生以上向け

の講義形式動画

【R６】「中学生向け動画」…中学生

を対象とした環境教育動画

【再掲】

・ポータルサイト閲覧数の年々の増加

率は評価できるが、目標達成には厳し

い状況である。

【再掲】

・学校現場への広報へは、各種教科

部会等を通じた広報に努めると共

に、市町村、企業、団体等への広報

にも努める。

環境生活政策課

イ　体験を重視した環境教育の充実による行

動変容の促進

①森・川・海のつながりを体感できる活動の

推進

・自然活動や保全活動を通じて、環境

問題を親子で考え、環境にやさしい行

動を学ぶことを目的に、小中学生とそ

の保護者を対象とした環境学習ツアー

を実施した。

【R４】14回実施　延べ235人参加

【R５】15回実施　延べ348人参加

【R６】15回実施　延べ319人参加

・参加者アンケートでは９割以上の方

が環境保全に対する意識変化があった

と回答していることは評価できるが、

参加者数の伸び悩みという課題があ

る。

・広報（配布先）の見直しやツアー

形態の工夫により、参加者の増加に

努める。

環境生活政策課

・清流長良川あゆパークにおいて、

「ＧＩＡＨＳ鮎の日」イベントを中心

に鮎つかみどり大会や伝統漁法体験な

ど清流や鮎に親しむイベントを実施し

た。

・清流長良川あゆパークへの来場者数

が100万人(R6.9）を達成するととも

に、漁業等体験者数が20万人を超え

た。

・引き続き、取り組んでいく。 里川・水産振興課
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令和６年度河川ごみ実態調査結果（抜粋） 

＜河川ごみ実態調査（組成別調査）結果について＞ 

○ 各水系において、９割を超える地点で「プラスチック類」のごみを記録 

○ 木曽川水系では 92%（62 地点のうち 57 地点）、庄内川水系及び神通川水系で

は 90%（10 地点のうち 9 地点）の地点で上位 2 分類のごみとして確認 

○ 令和２年度と比較し、「プラスチック類」のごみが確認された地点の割合が増

加 

R6

長良川

上流

長良川

下流
水門川 天王川 板取川

プラスチック類 92% (100%) (90%) (80%) (100%) (100%) 90% 90%

紙類 19% (0%) (25%) (20%) (20%) (0%) 20% 20%

金属類 29% (60%) (23%) (20%) (0%) (100%) 20% 20%

缶類 27% (20%) (33%) (0%) (40%) (0%) 10% 30%

ゴム類 3% (10%) (0%) (20%) (0%) (0%) 0% 0%

布類 3% (0%) (3%) (0%) (20%) (0%) 0% 0%

発泡スチロール類 3% (0%) (5%) (0%) (0%) (0%) 10% 0%

陶器類 2% (0%) (3%) (0%) (0%) (0%) 10% 0%

ガラス類 2% (0%) (3%) (0%) (0%) (0%) 0% 0%

木曽川水系
神通川

水系

庄内川

水系

 

（参考） 

R2

長良川

上流

長良川

下流
水門川 天王川 板取川

プラスチック類 76% (88%) (40%) (100%) (20%) (100%) 70% 90%

紙類 31% (30%) (40%) (0%) (60%) (0%) 10% 0%

金属類 27% (23%) (50%) (40%) (0%) (50%) 10% 60%

缶類 11% (5%) (10%) (40%) (40%) (0%) 10% 0%

ゴム類 8% (10%) (10%) (0%) (0%) (0%) 0% 0%

布類 5% (3%) (20%) (0%) (0%) (0%) 0% 10%

発泡スチロール類 5% (8%) (0%) (0%) (0%) (0%) 0% 0%

木材類 3% (3%) (0%) (0%) (0%) (50%) 0% 0%

ガラス類 2% (3%) (0%) (0%) (0%) (0%) 0% 10%

陶器類 2% (3%) (0%) (0%) (0%) (0%) 60% 0%

木曽川水系
神通川

水系

庄内川

水系

 

参考資料５ 


